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平成 7年 6月16日午前 10時開議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議午前 10時o3分

。議長(辻田 実君) 本日の出席議員数23名、これより第 2回市議会定例

会第 2日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。議長(辻田 実君) 日程第 1、これより通告による行政一般質問を行い

ます。

締め切り日の 6月12日正午までに提出のありました議員、要旨及びその順

序はお手元に配付のとおりでございます。

これより順次質問を行います。

この際申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他に関連質問等

の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。発言の方

法は、最初の発言を20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、再質問は答弁

を含めて30分以内といたします。

これより順次発言を願います。

20番議員神田守隆さん。御登壇願います。

(20番議員神田守隆君登壇)

。 20番(神田守隆君) 既に通告をいたしました 5点についてお尋ねをい

たします。

まず第 1点は、震災予防対策について、市長の所見をお尋ねしようとする

ものであります。阪神大震災は 5.600人余の犠牲者を出しましたが、その死

因は、地震の激しい揺れで建物や家具が倒れ、その下敷きになるなどの圧死

によるものがその 9割を占めました。これは、従来の火災さえ防げればとい

った火災予防中心の地震対策ではなく、建物の耐震補強などで家屋倒壊を未

然に防止するいわば震災予防対策の重要性を明らかにいたしました。
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家屋倒壊を防止するためには、まず地盤を知ることがその出発点でありま

す。このため、館山市は昭和55年から56年度の 2カ年事業で館山市内の地盤

構造の調査を行いました。これがその調査の図面でございます。そして、そ

の調査をもとにした被害想定を行いましたが、その結果は、北条、館山、那

古、船形等の市街地を中心にした地域では震度 7が想定され、実に44%が全

壊、半壊を含めた被害率は71%を超えるという衝撃的なものでありました。

阪神大震災の惨状を目の当たりにしてみますと、これらの数字が何らの誇張

もない冷静な判断の結果であることが理解できます。また、関東大震災では

市街地の 9割が全壊したという館山市の被害状況から見ると、むしろ控え目

ではないかとさえ思えるほどであります。

市はこの結果を要約し、パンフレットにして、昭和57年2月に全世帯に配

布をいたしましたが、既にそれから 14年が経過をしています。今これらを見

ても、古くなったということはありません。むしろ、平成 3年に発行された

防災ハンドブックよりもリアリティーが強く感じられます。震災対策を考え

る上で、既に地盤調査の結果があることは、館山市の防災対策にとって極め

て重要な一歩が踏み出しであると言うべきで、大変大事なことではないでし

ょうか。しかし、残念ながら、 14年の経過の中で、現在でもこれをちゃんと

持っているという家庭は大変少ないというのが実態であります。せっかくの

すぐれた貴重な調査が今こそ十分に生かされなければならないときはないと

思うのであります。そこで、私はこのパンフレットを改めて再発行すること

が地震対策の現実的で極めて重要な事柄ではないかと思うのでありますが、

いかがお考えでありましょうか。

次に、家屋の耐震診断の普及促進についてお尋ねをいたします。歴史的に

木造建築の耐震基準は徐々に強化されてまいりました。このため、昔の建物

は、現在の耐震基準では到底許可され得ないものがたくさんあります。館山

市内の木造建築の現況がどのようになっているのか、 3月市議会で質問した

ところでありますが、市の答弁では、昭和45年以前のものが1万 5.450戸で、

木造建築全体の54%を占める。昭和46年から55年が 8.213戸で、同じく 29%、

昭和56年から平成 5年までのものが 4.740戸で、同じく 17%ということでご
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ざいました。昭和45年以前のものが半分以上で、 1万 5.000戸以上もあるの

であります。これらは既に建物としても建ててから25年以上経過しています。

これらの建物が地震に際してひとたまりもなくつぶれてしまうことのないよ

うに、耐震診断をし、適切な修繕を施す必要のあるものが多いものと思われ

ます。

建設省は、 「地震に備えて」というパンフレットをつくって耐震的な建物

の普及促進を図っています。また、増改築に際しての相談員制度もあり、市

内には登録された相談員の方々もいると伺っております。これらの方々の知

識と経験などを活用し、市としても耐震診断の普及促進を図る必要があると

思うのであります。市長は私の 3月の質問に答えて、実は私自身の家が古く、

この問題は身にしみます。重点的にやらなければと強く認識していますと答

えておられましたが、この耐震診断の普及促進についてどのように進めてい

くお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思うのであります。

次に、消防職員の増員とその体制強化についてお尋ねをいたします。安房

郡市広域消防は消防ポンプ車15台、救急車 5台体制と伺っておりますが、そ

れには常時24時間90人の人員が必要となります。これには、現行の 2部制を

前提とした勤務で40時間労働制を実現するとしても、 291人の体制が必要に

なるものと思われます。さらに進んで、 3部制のもとで週40時間労働とする

と、 408人が必要になるものと思われます。しかしながら、広域消防の人員

は平成 7年度で 238人ということが市の 3月市議会における答弁でありまし

た。防災との絡みで、今後人員増についても検討していきたいという答弁で

ございましたが、現状の人員は、 2部制を前提としても、充足率でようやく

82%ということになろうかと，思います。週40時間制の実施を真剣に進めるこ

とが、人員体制の強化と相まり、防災対策上も大変重要になってきているも

のと思います。安房広域消防の人員体制について、現状をどのように認識し、

今後の体制の強化についてどのように考えておるのか、お聞かせをいただき

たいと思います。

次に、大きな第2点、下真倉、長須賀団地、熊野神社東側地域の溢水対策

についてお尋ねをいたします。先月の13日、ちょっとした雨の降った日でご
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ざいましたが、境川周辺の状況について調査に入りました。境川と南町排水

路の合流点や代田排水路との合流点など、実際に見て回りましたし、また周

辺にお住まいの方々とも話し合いをし、その状況について聞き取りをいたし

ました。改めて境川やそれに接続する排水路周辺の溢水対策など、深刻な状

況であることを確認したところであります。

昨年の12月市議会において境川の改修を求める県知事への意見書決議を踏

まえ、今年度県予算では境川の流域調査予算が計上されたと聞きます。大き

な前進の一歩が踏み出されたものと思うところであります。私は、下真倉、

長須賀団地付近の溢水対策には、境川の改修を進めるとともに、国道 410号

バイパスの建設にあわせて、その道路排水路に境川の流域を一部取り込み、

これを境川を経ず、直接青柳付近から汐入川に排出するようにすべきではな

いかと考えます。境川の改修にしても、また国道 410号排水路にいたしまし

でも、いずれにしても引き続き県に強く働きかけていかなければならないこ

とと存じます。市長はこの問題についてどのようにお考えになっておられる

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、大きな第 3点、高齢者や身障者の住宅改造助成制度の改善について

お尋ねをいたします。昨年度から市は高齢者や身障者の住宅改造助成制度を

発足させました。浴室やトイレ、玄関等、高齢者等の住宅を改造し、在宅福

祉の拡充を図ろうとするものでありますが、助成金額が工事費用の半額で、

しかも30万円で頭打ち限度としているなど、制約が大きい制度であります。

このため、実際にどれくらいの利用があるものか危倶していたところであり

ます。 1年間実施したところで、この制度について申し込み件数はどのくら

いあったのか、またどのような工事が多かったのかなど、その実績について

御説明をいただきたいと思うのであります。

また、この規則では、助成の対象となる高齢者を居宅においておおむね 6

カ月以上寝たきり状態であって、入浴、食事、排便等、日常生活のほとんど

に人手を要する65歳以上の者としています。しかし、例えば脳梗塞の後遺症

で体が不自由になった方が、日常生活は車いすや、また手すりの設置などで

ある程度はできるという場合などは、この手すりの設置や床の段差解消の改

- 13 -



造工事が必要となりますが、現在の規定では補助対象にはなりません。本当

に必要な人に助成ができないという大変矛盾した規定ではないかと思うので

あります。これに対して、例えば住宅金融公庫の場合の割り増し融資の対象

となる介護高齢者の定義は、次の 4つのうちの 1つに該当すればよいことに

なっております。すなわち、歩行に補助具や介護が必要な60歳以上の方、日

常車いすを単独で使用する60歳以上の方、自立歩行は不可能だが、四つんば

いまたはひざ立ち歩行が可能である60歳以上の方、寝たきり状態で重度の介

助を必要とする60歳以上の方、この 4つのうちのどれか 1つにでも該当すれ

ば、介護高齢者の定義に該当するというのであります。館山市の助成対象が

これに比べいかに狭いものになっているのかがおわかりいただけるものと思

います。市の助成対象は極めて狭いものであり、住宅金融公庫並みにその対

象を拡大すべきだと思うのでありますが、いかがお考えでしょうか。

次に、第 4点、リゾートマンションの規制と都市計画法の用途地域の指定

替えについてお尋ねをいたします。 6月1日付の市の回覧で、都市計画の用

途地域の指定替えについて市の説明会を行う旨の案内が掲載されておりまし

た。この用途替えの基本的な考え方について御説明をいただきたいと思うの

であります。

今でこそなりを潜めていますが、数年前はこの館山市もリゾートマンショ

ンの計画が大変なブームでありました。次から次へとさまざまな業者がリゾ

ートマンションの建設計画を持ってやってまいりました。中高層建築物のリ

ゾートマンションは、日照や風害、電波障害など、周辺住民の生活環境に大 4 

きな影響を及ぼします。このため、建設予定地周辺では、住民の反対運動な

ど大きな社会問題になっておりました。バブル崩壊の影響で急速にリゾート

マンションの販売価格が下落し、ブームは完全に過去のものとなり、幸い館

山では一軒のリゾートマンションもできはしませんでしたが、またブームが

いつ再燃するとも限りません。リゾートマンションなど一定規模以上の中高

層建築物の建設について、都市計画の用途地域の指定で規制するなど、周辺

住民の生活環境を守る法的な措置を事前にしっかりとしていくことが紛争を

未然に防止することになろうかと思うのであります。こうした視点から、都
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市計画の用途地域の指定のあり方は大変重要な意味があるものと思います。

今回の指定替え原案にあってはこうした点についての配慮はされたのかどう

か、いかがでありますか、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、用途指定替えとの関係で、市内の都市計画地域の中で最も広大な地

域を占めるのは白地と言われるいわゆる無指定の地域でございます。ここは

規制が緩やかであったために、リゾートマンションの建設予定地にねらわれ

たところが多数ありました。今回の法改正では、この白地地域についても自

治体の条例でさまざまな規制を強化するように改正がされました。この白地

地域のあり方についてどのように検討をされておりますか、お聞かせをいた

だきたいと思うのであります。

次に、第 5点目、ゴルフ場開発計画のみなし取り下げとリゾート計画見直

しについてお尋ねをいたします。館山市の民間リゾート開発計画は、南たて

やまマリンパーク計画にいたしましても、また太陽海岸平砂浦計画にいたし

ましても、いずれも計画の中心はゴルフ場開発を据えたものでございました。

計画面積の半分以上をゴルフ場が占めていましたし、資金的にもゴルフ場会

員権販売による資金調達をその中心にしていたところでございます。今回ゴ

ルフ場開発計画は、いずれも指定された期限内に所定の許可を得るまでに進

めることができなかったために、みなし取り下げの規定が適用されましたが、

これはゴルフ場計画だけではなく、民間のリゾート開発計画そのものの撤退

と思うのでありますが、市はどのように受けとめておられますか、そのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇〉

。市長(庄司 厚君) ただいまの神田議員の御質問にお答えいたします。

まず、大きな第 1、震災予防対策についての第 1点目、館山市震災被害想

定と地盤構造調査結果の再発行についての御質問でございますが、昭和57年

2月、 「地震に備えて」、このパンフレットを全戸に配布したところでござ

います。この再発行につきましては、自主防災会用として増版すべく、現在

-15 -



計画中でございます。そしてその後、見直し後、これらも盛り込んだ防災ハ

ンドブックの全戸配布を計画しております。

次に、第 2点目、家屋の耐震診断についての御質問でございますが、耐震

基準の改正がなされました段階で講演会、講習会等の開催及びパンフレット

の配布を行い、指導してまいりたいと考えております。

第3点目、消防職員の増員とその体制強化についての御質問でございます

が、広域消防職員は、御意見のとおり、現在 238名体制で行われております。

平成 8年度で 250名体制に増員する計画と伺っております。なお、管内にお

ける現況をもとに、これからの指針とするための消防力適正配置調査を進め

ているところでございます。

次に、大きな第 2、下真倉、長須賀団地、熊野神社東地域の溢水対策につ

いての御質問でございますが、この地域の雨水排水対策につきましては、平

成7年度におきまして、千葉県により 2級河川境川流域等の現況調査を実施

すると伺っております。

次に、大きな第 3、高齢者や身障者の住宅改造助成制度の改善についての

御質問でございますが、平成 6年度の実施状況は高齢者 2件、身体障害者 4

件、改造内容の主なものはトイレ、浴室でございます。また、適用対象者の

拡大につきましては、昨年度開始した制度でございますので、今後住宅改造

に対するニーズ並びに利用状況の推移を見守ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、大きな第 4、リゾートマンションの規制と都市計画法の用途地域の

指定替えについての御質問でございますが、用途地域制度の性質からいたし

まして、リゾートマンションを特に規制する内容とはなっておりません。ま

た、用途地域の指定のない区域における規制強化につきましては、建築基準

法の改正によりまして、住居地域並みの日影制限となりますので、現時点で

は新たな規制強化は考えておりません。

大きな第 5、ゴルフ場開発計画のみなし取り下げとリゾート計画見直しに

ついての御質問でございますが、南房総地域は豊かな自然環境に恵まれ、か

っ首都圏に近い等の地域特性によりまして、園、県は従来からリゾート地域
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として位置づけております。また、館山市におきましでも、地域振興の重要

施策として海洋性リゾートタウンのまちづくりを推進しているところでござ

います。みなし取り下げという今回の事態を受けまして、計画全体の再検討

を視野に入れながら、千葉県や事業者と協議し、今後対応してまいりたいと

考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) まず、震災対策の問題でありますが、 「地震に備

えて」については、このパンフレットは自主防災会用として増刷をするとい

うことでありますけれども、これは皆さん全部自主防災会に、館山市内の各

世帯はほとんど入っているという形になるわけで、ということは、事実上全

戸を対象にしてそれを配布するという意味なのか、あるいはその自主防災会

の役どころといいますか、そういう方に一極めて限定的な対象と考えてい

るものなのか、その辺ちょっと今のお話でわからなかったことと、それから、

防災ハンドブックを含めて改めてこのパンフレットをつくるということであ

りますけれども、私が強調したい点は、地盤調査一要するに、震災対策の

第一歩はそこの建っているうちの地盤がどうかという、この問題がまず第一

歩なんです。ですから、同じ建物でも、地盤の強いところならば、しっかり

したところならば倒れなくても、地盤の弱いところでは倒れてしまう、こう

いうことのわけです。北条地区では90%が関東大震災で時倒壊したけれども、

例えば富崎地区では地震で、関東大震災で倒れたうちはほとんどない、こう

いうのはもう地盤の違いですよね、明らかに。ですから、この地盤の調査の

図面、これを皆さんに、全世帯を対象にしてこの防災ハンドブックの中では

きちんとお知らせするんだ、こういう考えに立っているんだというふうに理

解していいものかどうか、その辺はいかがですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) まず、その増版の関係でございますけれど

も、各町内会単位となりますか、自主防災会、その各団体に約10部程度とい

うことで実は当面考えております。先ほど市長が答弁いたしましたとおり、
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追って防災計画の全体の見直しをした中で、今のこの地盤の関係等を含めた

ものを新たにっくりまして、そして発行するというつなぎの体制で、今回そ

ういったことで増版するということでございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) まだ結論的なあれは出てないようでありますけれ

ども、関東大震災の経験、あるいはこの間の阪神大震災の経験から、やはり

地盤の問題というものが大変重要な意味を持ちますので、この地盤調査を幸

い館山市は行っているわけで、この結果というのは十分に市民に周知してい

るという状況では必ずしもないという現状から、やはりぜひともこの内容を

市民に周知を図るように、この防災パンフレットの中ではぜひそういう項目

を入れてほしいと思うんです。

今まちを歩きますとーまちというか、本屋ですね。行きますと、こうい

うパンフレット物すごいですね、今。いろんなパンフレットを何冊も読みま

したけれども、地盤を知ることが第ーですとみんな書いであるんです。です

から、こういうパンフレットを読んでも、自分のうちはどういう地盤の上に

建っているのかなということがわからないと、半分以上は意味のないパンフ

レットになっちゃうんです、幾らこれを読んでも。これはそういうものであ

りますから、個々のあれはやっていませんから。それはやはり行政の責任と

して、館山の地盤がどうなっているんだということは市民に情報として適切

にやはり提供していくということをぜひお願いしたいと思うんです。

それと、防災ハンドブックという形で改めて検討されることなんですけれ

ども、これは時期としてはいつの時期を想定しているのか。今年度中に大体

こういったものを考えているというふうに理解していいですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) このハンドブックを再発行する、これは防

災計画の全体の見直し、それの結論が出るのが、国、県の動向から考えます

と、平成 8年度中かなということになろうかと思います。そういったことで、

見直しをした結果で、早急に再発行したいというふうに考えております。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。
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。20番(神田守陸君) やはり行政のペースというのはそんなものになる

のかなと思うんですけれども、しかし物事というのはやっぱり同じことをや

っても時期があるんです。本当にこういう時期に市民に周知すれば、すぱっ

とそのことがよくわかるということと、それから時期を逸してしまうと、せ

っかく同じことをしても十分にそれが周知しないということはよくあること

です。ですから、地盤の問題なんかというのは、今ある意味では優先的にで

も早く一一全体の計画がまとまってからというのはわかりますよ、それは。

行政の考え方や行政の今までの発想からそういう考え方が出るんだろうとは

思うんですけれども、必ずしもそれにこだわる必要はないんじゃないかな。

要は、市民の中で防災の意識がどうやってやはり高まっていくのか、その上

でどういう時期にどういうことをするのが効果的なのかということを考えた

場合は、必ずしも後にするばかりじゃなくて、今のこの時期にやるというこ

とも大変重要だろうと思いますので、発行の仕方とか発行の内容ということ

も含めて検討いただきたいと思うんです。

このパンフレット、これの地盤調査に幾らかかったかというと一このと

きのパンフレットです。昭和56年だから、 56年度の決算でやりますと 220万

ですよ、全世帯に配布したパンフレットは。ですから、この地図だけだった

らもっとかからなかったんだろうと思いますけれども、私は大金かけてやろ

うという話じゃないわけです。ですから、ぜひ御検討いただきたいなと思う

んです。

次に、住宅の耐震補強の関係でお尋ねをしたいと思うんですが、既にこう

いういろんな書物が出されて、住民の中からも家を地震に対して強いものに

したい。市長さんのうちが一番危ないと市長さんも自分でおっしゃっていま

したけれども、本当に耐震補強しないといけないわけです。ですから、もう

身にしみて感じておられるという 3月のお話でしたから、私もそう思ってい

る一人なんですけれども、いろいろ調べてみますと、今住宅の改造なり増築、

こういうものに対して、従来の新築に対する補助だけではなくして、住宅金

融公庫なども、改造などに対してもいろいろお金を融資してくれるという制

度が非常に充実しているんだなということを改めて感じた次第なんですけれ
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ども、館山市は住宅建設資金の利子補給制度というのを持っていますよね。

これは、住宅金融公庫以外の民間の銀行から融資を受けた場合に、住宅金融

公庫との利率の差額分を市で補助をして、金融公庫並みの利息で家を建てら

れるようにいたしましょうよという補助制度ですよね。これは限度額が 100

万円というふうに少ない問題とか、いろいろその制度の改善しなきゃいけな

い問題はあろうかと思うんですが、これは当然増改築も含めて、耐震補強と

いうような建物の改築に対しても適用になるものだというふうに理解するん

ですけれども、いかがですか。

O議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在の住宅の補助制度でございますが、拡大と

して考えられることはあると思いますけれども、その耐震をどの程度までし

ていくかということの一一先ほど市長答弁がございましたように、 56年当時

に建築基準法が改正されまして、耐震基準が決まったわけですが、今後の改

正等を含めまして検討をしてまいりたいというふうに考えております。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 建物の増築、改築をするのに、市はこの対象にな

るでしょうということなんです。ですから、耐震補強もこの改築、増築とい

う分野で当然当てはまるでしょうから一一ただ、現実にこの制度が十分機能

していないという現実があることはあります。だけれども、この制度自身は

そういうことも間口としてはあるんですよ、こういうことで確認いただけま

すかと聞いているんです。そうなんでしょう、これは。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 対象になります。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 増改築の相談員制度という建設省の制度がござい

まして、これに館山市内の方も登録されている方がいるというふうに聞いて

いるわけです。そういう方々と市はもっといろいろ連携をとって、こういう

耐震補強の問題を含めまして、いわゆる増改築全体ですから、その中に耐震

補強でこの際改築したいということもあるでしょうから、そういう点での技
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術的な援助とか、こういうことでのいろいろな連携ということについて、市

としてこうした方の技術的な知識や経験を生かしていくということでの連携

を考えていく必要があるかと思うんです。今のところ全く市ではそういう関

係はないようなんですけれども、いかがですか、そういうことを考えていき

ませんか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君〉 現在館山市内には 7名の相談員が登録されてお

ります。今後この相談員とともに、建築士会というのもございますし、また

建築士事務所協会というのがございます。こういうものを含めまして、民間

の技術者と連携をとってまいりたいというふうに考えております。また、 5

月の31日に千葉県下で千葉県建築防災会議というのもつくってございますの

で、こういう中でも検討されていくというふうに、利用を図ってまいりたい

というふうに考えております。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 館山市のいろんな住宅の改造、改善、建物の改良

といいますか、こういうことから調べてみますと、防火施設の改善資金の利

子補給制度ということで、旅館とかホテルを対象にしたものについては 3.0

00万円を対象にして、限度額 3.000万円まで利子補給しますという制度があ

ったんですよね。これはホテルニュージャパンですか、あれの火災問題とい

うその後で、こういう旅館、ホテル事業者に対する防火施設の整備を進める

という政策目的があってやられたものだというふうに私も理解をするんです

けれども、しかし館山市自身がこういう制度をかつて持っていたということ

で、金額的にも 3.000万円というかなり当時としても大きな金額であるわけ

です。こういうことを考えますと、耐震補強制度、耐震補強のための整備を

進めていくのに、いろんな援助、市の整備のための資金援助なり、こういう

ものについて検討していくことはできないのかな、また今まで検討していな

いのかなと思うんですけれども、いかがですか。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 今御質問にございました旅館、ホテル等、
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いわゆるそういう不特定多数の方が利用する施設についての耐震的な設備の

改造といいますか、そういうことについて検討したことがあるかということ

でございますが、現在まだ検討はいたしてございません。ただ、阪神大震災

の後でございますので、今後これは検討していく必要がある、このように考

えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) この阪神大震災という非常に大きな事件を契機に

して、国の制度も含めて、あるいは県の制度も含めて、いろいろ耐震の問題、

震災対策ということで議論が非常にされていますので、そういう動向も的確

に見ながら、館山市は特に激しい震度が予想される地域として、こういうも

のに対して積極的に施策をとって、どんどん耐震的な建物の改善というもの

を進めるようにお願いをしたいと思うんです。

次に、消防の職員の問題でありますけれども、平成 8年度に 250人にとり

あえず増員は考えているけれども、その先については、今後どうするかにつ

いての指針は調査中であるという御答弁だったんでありますけれども、現況

の認識として、 250人の増員体制でいわゆる 2部制を前提とした勤務の40時

間労働、こういうものが達成されるというふうな認識を持っておられますか。

私はこれでも足らない、 250人でも、消防の職員に関しては、 40時間労働制

が依然として実現してないんではないかと思うんですけれども、いかがです

か。

。議長(辻田実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 広域消防の現在の勤務体制、これは24時間

で2交代制、ただし24時間の中には 8時間の仮眠が入っております。そうい

った体制で、その中で週40時間で調整をしているということでございます。

現在の職員の人員の体制の中では、年休等、そういった取得は多少苦慮して

いるという面がありますけれども、今後さらに改善に向けて検討しますとい

うことでございます。

以上です。
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。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) これは広域の問題になりますけれども、市長さん、

消防の職員について、 40時間労働制を現況ではまだ足りない、 250人という

体制のもとでも若干不足するんだ、こういうところでその先を検討するとい

うのはちょっと違うんじゃないか。少なくともまずそれが実現するという目

標をした上で、さらにどうするんだという議論をするならば、そういう議論

の余地はあろうかと思うんですけれども、違法状態を放置しておいて、それ

で調査をするというのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、

いかがですか。

。議長(辻田 実君) 圧司市長。

。市長(圧司 厚君) 広域消防の問題でございますけれども、現在漸増的

にその法的基準に近づくべく充実しております。加えて、安房の場合、基準

によりまして人口並み及び面積並みがございますけれども、ある面からいけ

ば今の消防力でオーバーしている、ある面でいけばまだということで、こう

いう機会にこれからの消防力適正配置一どの程度あったらいいのかもう一

回洗い直す必要があるというんで、ことしそれを専門家に委託しているわけ

で、そこから問題を整理していきたいということで、現段階において、毎年

ここ 10数名ず、つふやしてまいりましたが、安房の各市町村の財政能力その他

から考えまして、また現在の阪神大震災を教訓として、いろんな面が複雑に

絡んでおりますので、一回洗い直して、消防力はどうあったらいいか、そこ

から問題を整理し直すという方向に進んでおりますので、御了解いただきたu、
O議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) というのは、ちょっと大きな問題を含んでいまし

て、安房広域は一応消防ポンプ車が15台、そして救急車が 5台、こういう体

制を前提にして人員の問題を考えられているわけですよね。ということは、

今後指針全体を見直しをするということは、消防ポンプ車15台ないし救急車

5台体制というのは、そんなにたくさん必要なんだろうかという議論を含め

て、もっと少なくするということを前提にしてお考えになっているという、

そういうふうにもとれるんですけれども、そういうことなんでしょうか。だ
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とすれば大きな問題を持って、むしろ消防力の強化よりも後退というような

問題を含んでいるんじゃないかなという危倶を感じますので、いかがですか。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) 今地域によりましては、消防力に加えまして、住民

の救急問題がございますので、そういうものを加え、そういう体制の方へと

いう要望もございますので、端的にある面からだけではなくて、これを一回

洗い直し、消防車、救急体制、さらにその配置の問題、総数の問題等全部を

検討してもらうということでございますので、ある面からの縮小とか拡大と

か、そういうことは考えておりません。安房地域にどうあったら最も適正配

置かということでございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 市長の今の答弁だとよくわかんないんですけれど

も、減ることを含めて一一ふえること減ること、そういうことを含めて検討

するとなれば、滅ることもあり得るんじゃないかと私は思うんですけれども、

そういうことは考えていないというんですけれども、どういうことなんです

か。話の筋をもう少しわかりやすくーーということは、現在のこの15台、そ

して救急車 5台、これは、救急車 5台はふえることはあるけれども、消防ポ

ンプ車15台を13台にするとか14台にするとか、減らすことはない、こういう

ふうに理解していいんですか、それとも減らすこともあり得る、こういうこ

となんですか。だとすれば、これは消防力の基準にかかわる問題ですから、

大変重要な問題だと思いますので、いかがですか。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) そういうことを総括しまして、安房地域の11市町村

のこの消防力というのはどういう体制にあったら最も地域の実態に適するか

という， .遁を科学的に整理してもらうということでございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 今の御答弁ですと、率直に言ってわかりませんけ

れども、これは言いづらいのかなというふうに理解せざるを得ないわけで、

ちょっと心配だ、なという点を述べておきたいと思います。
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次に、下真倉、長須賀団地の溢水対策にかかわる問題でありますけれども、

境川の調査を平成 7年、今年度県が行いますよという御答弁をいただいたわ

けなんですが、同時に、これは境川の改修にとどまらずに、境川に流れ込む

南町排水路あるいは代田排水路、こういう主要な排水路との関連が大変重要

になってきます。この長須賀地域の溢水という問題は、現象的には代田排水

路があっぷあっぷしちゃうという形で出てきますから、ですから市としても

これをどうするんだということを 県の調査とあわせて、市としてもこれ

に連動して、市としての調査もしていく必要があろうかと思うんです。その

辺の市と県との連携についてはどのようにされているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在の境川の溢水の場所ですが、御指摘のよう

に蛭子神社の周辺ということでございますが、やはりこの境川のボトルネッ

クが下流何メーターかございます。そういうものを含めて、あるいは、先ほ

どもお話ございましたけれども、 410号の分断の関係もございます。そうし

ますと、流域が汐入川の方に変わります。そういう面を総体的、全体的に把

握をいたしまして、どこがボトルネックになっているか、そういうものを調

査をしてまいるということで、当然代田排水路、南町排水路等についても連

携をとって進めてまいりたいというふうに考えております。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) そうすると、大まかな現在の計画として一今年

度この調査ということでありますけれども、これは大きな一歩だというふう

に理解をするわけですけれども、そうすると、この地域の溢水の解消に向け

てどういう段取りで、どういう年次で大体想定されておりますか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 整備年度につきましては、今後調査をしません

と、どの程度の規模が出てくるかというものを把握しませんと、年度等はま

だはっきりはいたしません。今後、調査後には出てくると思います。

以上でございます。

F
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。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 具体的な年次というのはなかなか調査しないとあ

れでしょうけれども、しかし大まかなところは大体言えるんじゃないですか。

私らは住民に直接責任を負う立場から、もう切実にこの問題について何回も

聞かれます。いつまで待たせるんですかと聞かれるわけです。 5年たつのか

10年たつのか、あるいは二、三年内に希望が出てくるのか。それは具体的な

年次というのはなかなか言えないでしょう。しかし、そこに住んでいる住民

にとっては、それが10年先なのか20年先なのかというのは切実な問題なんで

す。そのくらいはやっぱり言えるんじゃないですか。いかがですか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 整備年度につきましては、先ほど申し上げまし

たように、調査結果でございますが、当然境川のところにネックがございま

すれば、県の方に早期にということで強く要望してまいりたいというふうに

考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 住宅改造の助成制度の問題でありますけれども、

昨年度では 6件あったということで、率直に言って結構あったなというのが

印象であります。しかし、それだけ切実な問題があるのかなというふうにも

逆に思うんですけれども、 6カ月以上寝たきりで、いわば重度の介助の方が

高齢者では対象になりますよというのは、いかにもこれは対象のとらえ方が

一安全パイで、もう最小のところから始めたという理解の仕方もあります

けれども、余りにも狭いんじゃないかな。ほかの制度との整合を考えてみて

も、この制度の趣旨を考えてみても、やはりもっとこの枠、対象をこの際改

善する必要があるんじゃないか。しかも、これは要綱ですから、執行部側の

考え方によって改善することは十分可能ですので、ぜひ早い時期にこの枠の、

対象の拡大をすべきだと思うんですけれども、いかがですか。検討できませ

んか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。
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。市民福祉部長(渡辺富雄君) 対象はおおむね 6カ月ということでござい

まして、実際にはある程度そういったことで弾力性を持たせて期間について

は運用しているわけでございます。先ほど市長から答弁いたしましたとおり、

その制度はできたばかりでございまして、これからの利用者の状況あるいは

要望等を十分考慮に入れまして、これから検討をしていきたいというふうに

考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) この補助制度とともに、高齢者住宅整備資金貸付

制度というのが国の制度としてあって、高齢者の専用住宅を増改築する場合

には市町村がお金を貸し付けますよ、そういう貸付制度をつくった場合には

国がそのお金を面倒を見ますよ、こういう制度がございますよね。高齢者住

宅整備資金貸付制度、これと、そういう融資の問題と、それから市の助成の

問題とあわせて、連携を持ちながら全体として運用を図っていくと、かなり

整備も進むのではないかなと思うんですが、そういう点で、この制度もこう

いう資金貸付制度との連携を含めて改善をしていくというお考えはございま

せんか。

。議長(辻田 実君) 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) ただいまお話しの貸付制度、こういった現

行制度も含めて内容を、要綱等を精査して、これから改善できるものがあれ

ば改善したいということで、検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

O議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) この貸付資金については年金積立還元融資という

ことで、特別地方債ということで手当てされるようでありますから、ぜひ、

有利な内容かと思いますので、検討をお願いしたいと思うんです。

それから、リゾートマンションの問題でありますけれども、今回のこの指

定替えについてはリゾートマンションということの特にあれはなかったよう
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でありますけれども、白地の地域で建ペい率70%あるいは容積率 400%、こ

れはやはり今後検討していくお考えがあるのかどうか、あるいは、今回用途

地域は新たに拡大をしなかったわけですけれども、市の計画では今後のこの

都市計画の用途地域の範囲の拡大についてどのような段取りの考えを持って

おられるかどうか、その点について御質問いたします。それで終わりにいた

します。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) まず 1点目の白地の規制でございますが、これ

につきましては、現実にやはり日影規制というのが建築基準法で決められて

ございます。そういたしますと、間接的には高さの制限だとか、そういうも

のになってくると思います。そういうことから、現在ではやはり一一変える

ためには特定行政庁ということでございまして、館山市の場合は県でござい

ますが、そういうものとやはり協議を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

それと、もう一点の用途地域の拡大の関係でございますが、当初やはり私

どもは現在の用途地域からにじみ出している部分を視野に入れて検討してま

いったんですが、今回の見直しの期間設定がしてございます。平成 7年度末

だよということでございまして、そういう意味を含めましてあえて入れなか

ったんですが、今後やはりその辺は早急に検討をしていかなくちゃいけない

問題であるというふうに考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 以上で20番議員神田守隆さんの質問を終わります。

次に、 6番議員鈴木順子さん。御登壇願います。

(6番議員鈴木順子君登壇)

。 6番(鈴木順子君) 私は、通告をいたしました 2点についての御質問を

いたします。

まず、第 1点目の質問ですが、重度障害者への福祉サービスについて伺っ

てまいります。身体障害者福祉法は昭和24年に制定をされたものですが、目

的としては、身体障害者の自立と社会への参加を促進するために援助をし、

-28 -

‘ 



必要に応じた保護を行い、身体障害者の福祉の増進を図るとして私は認識を

しておりますが、今私たちの身の回りでは高齢者社会と言われ、高齢者福祉

にはどうしても目が向かざるを得ない状況があります。高齢者福祉も大変重

要な問題ではありますが、今回私がお伺いをしてまいりますのは65歳未満の

重度障害者を対象とした福祉サービスについてでございます。一言で福祉サ

ービスと言っても多くのサービスがあるわけですけれども、在宅で介護を受

けながら日々生活をしている方がいらっしゃいます。そういう方々に対して

果たして十分なサービスがされているのかどうか、お伺いをいたします。

まず、行政として福祉サービスとはどういうものであるか、どういうお考

えであるか、お聞きをしなければなりません。また、一般的に重度障害者と

言われていらっしゃる方々とはどのような状態の方を言うのか。在宅で介護

を受けていらっしゃる方もいるわけですが、その方は主にだれが介護をされ

ているのでしょうか、お伺いをいたします。在宅での介護では、常に問題と

なるのが介護者が見られない状況が発生した場合にどうしたらよいのかとい

うことであります。また、重度ということもあり、その生活のための日常生

活用具の給付や助成制度などもあります。また、財政面の負担を軽くするた

めの福祉手当等の支給、その他さまざまな要望がある中で、市がこの福祉サ

ービスについてどう考えて、どうしていこうとしているのか、お聞かせを願

いたいと思います。

次に、大きな 2点目の質問をいたします。教育行政について 2点の質問を

いたします。まず、小さな 1点目は教職員の退職についての御質問をいたし

ます。何度となく質問を申し上げている問題ですが、再度ここでお聞きをす

るにつきましては、一向に改善をされている様子がうかがえないという認識

の上からでございます。

現在教育現場ではいじめ問題が大きな問題としてあり、父兄を初め、実際

に現場で働く教職員の負担は大変大きな状況にあるということであります。

単に授業をこなすということだけではなく、現代の教職員に課せられた責務

は大変大きく、重いものがあるかと思います。当然従来より仕事量も大変ふ

える状況で毎日を過ごしているというのが実態だということをお聞きをして
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-
おります。しかし、多くの教職員が定年まで行き届いた教育実現に向けて努

力をしていきたい、働き続けたいと述べているということもお聞きをしてき

ました。そういう状況の中で、本来ならば自分が職を辞するときはあくまで

も本人の自由意思でなされなければなりません。しかし、残念ながら現実に

は本人の意思が十分に尊重されてはいないとの声が大変多くあります。

そこでお伺いをいたしますが、教職員の定年は何歳でしょうか。また、退

職など人事権に対しての権限はどこにありますか。まだ例年続いていると言

われている行き過ぎた退職勧奨が行われていると私は認識をしておりますが、

現場ではいかがでしょうか、お伺いをいたします。あわせて、特にここでお

聞きをしなければならないのは、女子教職員への退職勧奨が非常に強力に行

われているということをおっしゃっている方もいらっしゃいますが、いかが

でしょうか、お伺いをいたします。

次に、教育行政の小さな 2点目についてお伺いをいたします。中学、高校

生への自衛隊体験入隊の募集についての教育委員会としての考え方等につい

てお伺いをいたしてまいります。この 8月の 2日から 5日までの日程で、海

上自衛隊館山航空基地において、防衛講座と称し、体験入隊が行われるとい

うことが一部新聞の報道で明らかにされておりますが、この募集の案内を郡

内何カ所かの中学校に依頼をしたという話を聞いております。私どもの調査

によりますと、市内 4中学校には配付をされておらないということを認識は

しておりますが、教育委員会では承知をしておりますでしょうか、お伺いを

いたします。

自衛隊基地での児童行事をかつて館山市教育委員会が後援をした経緯があ

りました。当時我が党総支部として、 1985年11月の基地内への障害児学級の

遠足会に対しては抗議をしてまいりました。その際、当時の教育長が申し入

れに際しまして、 1つには、教育基本法の核とする小中学校、幼稚園、保育

園など、すべての団体が同基地を使用しないことは当然のことである。もう

一つ、 2点目が、武器を見せたり乗せたりする等、自衛隊を使わせないこと

を公式に表明をされております。また、 1990年 8月にはサマーキャンプの後

援を教育委員会がしたとして再度申し入れをしてまいりました。当時の教育
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長は、知らなかった、好ましいことではないという発言をしております。

小中学校の学校教育課程における自衛隊の戦闘機への体験試乗等には、教

育関係者はもとより、保護者、市民とのコンセンサスは必ずしもできていな

いというふうに思います。各学校への自衛隊への体験入隊について、教育委

員会は依頼のあった学校があったかどうか把握をしておりますでしょうか、

お伺いをいたします。また、万が一依頼があった場合、教育委員会としては

どのように対処をしてまいりますでしょうか、お伺いをしてまいります。

以上、御質問を申し上げましたが、御答弁によりまして再質問をいたしま

す。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(圧司 厚君) ただいまの鈴木順子議員の御質問にお答えいたしま

す。

まず、大きな第 1、重度障害者への福祉サービスについて、この御質問で

ございますが、障害者福祉の基本理念は、障害者が社会の一員として障害の

ない人とともに生活する、この地域社会の実現にございます。

なお、重度障害とは、障害の程度が 1級と 2級でございます。

また、在宅介護につきましては、障害者が高齢の場合は配偶者か子供夫婦、

若年者の場合は親が介護しているケースが見受けられます。

なお、御質問の教育行政についての答弁は教育長より申し上げます。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

(教育長高橋博夫君登壇)

。教育長(高橋博夫君) 次に、大きな第 2、教育行政についての小さな第

1点目、教職員の退職についての御質問でございますが、小中学校教職員の

定年は満60歳でございます。人事権につきましては千葉県教育委員会にござ

いまして、その異動方針に基づき人事が行われております。退職の勧奨につ

きましては、県教育委員会の方針に沿い、本人の意向をもとにして対応して

おります。

次に、小さな第 2点目、中高生への自衛隊体験入隊募集についての御質問

- 31 -



でございますが、教育委員会といたしましては承知をいたしておりません。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) それでは、再質問をさせていただきます。

介護者なんですけれども、私の方で知っている限りでは、親御さんとか、

例えば奥さんであるとか、家族なんですけれども、そういった方が介護して

いらっしゃるということが非常に多かったわけなんですが、この介護者の方

への市としての援助対策はどういったものがありますでしょうか。例えば、

高齢者福祉と一私が今回聞いておりますのは、 65歳以上、高齢者でない方

の重度の障害者のことをお聞きしているわけですから、そういったことでの

対比ということでもお話が願えればというふうに思うんですが、どういった

援助対策があるのかということをちょっとお聞きいたします。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 介護者への援助制度、これはもう相当な種

類がございまして、身障福祉法に基づく各種の、もろもろの制度、あるいは

県、場合によっては市の単独事業という事業があるわけです。法で定められ

ている制度以外には、ホームへルパーの派遣だとか、あるいは福祉タクシー

の利用、それから身障児の医療の助成、そういった制度があるわけです。そ

ういった制度を総合的に今推進をしているところでございます。

以上です。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。6番(鈴木順子君) 館山市の以前の一今度担当課変わったわけなんで

すが、以前の福祉事務所の方で「身体障害者福祉のしおり」というのをお出

ししていまして、これもまたいろいろ書き直したりしなきゃならない部分が

出てくるんじゃないかな。私の手元に持っていますのは平成 4年ですから、

これからまたいろんな問題が出てきていますので、また違ったものもいただ

きたいというふうに思っておるんですが、その中でもやっぱり幾つかの援助

対策があるわけなんですが、介護手当ということもちょっと書いであるんで

すが、これは増額をしていくというか、その辺のお考えはちょっとないでし
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ょうか。今現在の手当は、これはお幾らでしょうか。

O議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) その手当の金額、ちょっと今手元に資料が

ございませんので、資料を取り寄せて御回答をしたいと思います。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) それでは、後でまたそれをお聞かせ願いますが、私

なんかも思うんですけれども、介護手当というのが出てはいるんですけれど

も、非常に今までは低いというか、そういうふうに認識をしておりますので、

その辺の増額も含めてまた検討していただきたいなというふうに思っていま

す。

それと、このしおりの中を見る限りでは一一ちょっと私の方も認識をして

おらないことの 1つをお聞きをしたいんですが、主に 1級、 2級が対象です

と、寝たきり状態であるとか、ほとんどそれに近いような状況の方が対象の

わけなんです。そういった方々の寝具の乾燥事業ということについてどうい

うふうにお考えでしょうか。たしか寝具の乾爆はやっておらないというふう

に思うんですが、その辺いかがですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 寝具の関係は後で資料を取り寄せますけれ

ども、先ほどの御質問で、重度障害者手当、これは現在 1万 2.650円でござ

います。ただいまの御質問については後ほどお答えします。

。議長(辻田 実君) 暫時休憩いたします。

午前 11時 18分休憩

午前 11時 19分再開

。議長(辻田 実君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 先ほどの布団乾燥のサービスの関係でござ

いますけれども、現在社会福祉協議会でそのサービスを実施しております。

以上です0

0議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。
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。 6番(鈴木順子君) 社協の方で寝具の乾燥をやっているということです

ので、これは私も今初めてお聞きしましたので、また今後勉強させていただ

きたいというふうに思います。

ちょっと質問が戻るんですが、さっきの介護手当のことなんですけれども、

1万 2.650円というのはどうなんでしょうか。非常に低いというふうに思う

んですが、こういった方はできればー一対象の方がお元気であれば、当然働

いていけるわけです。そういった働く分を全部いただきたいという、ゃった

らどうだということは毛頭言うつもりはありませんが、それにしても余りに

も低い額ではないかというふうに思うんですけれども、この増額をしていこ

うというふうな動きはありますでしょうか。この額の改正は大体どのぐらい

の一例えば毎年4月に変わるとか、そういうことでありますでしょうか、

その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君〉 こういった福祉関係の手当につきましては、

1年に 1遍、毎年変わるという手当もございます。それから 2年に 1遍とか、

そういったことで、一概に毎年変わるということではございません。金額に

つきましでも、どの程度上がるかというのはその制度の内容によって違って

まいりますけれども、御指摘のこの重度障害者の福祉手当 1万 2.650円、こ

れがどの程度これから変わるかということは、現在のところ情報としてはつ

かんでおりません。

以上です。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) この件につきましては予算、決算の関係もあります

ので、その中でまた今後お聞きをしていきたいというふうに思います。

それで、常にこういった在宅の方で問題となるのが介護している方にもし

何かあったときの対処、どうしたらいいかということなんですけれども、短

期の保護制度というのがございますよね。それにつきましては、保護施設は

5カ所というふうに聞いておりますが、場所はこの 5カ所わかりますでしょ

うか。
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。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 契約している施設、確かに 5カ所ございま

す。申し上げますと、鶴舞荘、それから、これは鴨川ですか、しあわせの里、

それから千葉市にあります千葉リハビリテーションセンター第一更生圏、そ

れと第二更生園、それからもう一つ、嶺岡園、この 5カ所でございます。

以上です。

O議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。6番(鈴木順子君) 当然重度ということですから、それなりの施設でな

ければいけないわけなんですけれども、この保護する期間というのは 1週間

というふうに聞いておりますが、 1週間以上というものについての制度とい

うのはないですか。

。議長(辻田 実君〉 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) ただいま申し上げました 1週間、これは確

かに短期入所という制度に基づいての期間になりますけれども、御指摘のそ

れを超えてという入所期間、これはミドルステイという制度になりますが、

高齢者につきましては、このミドルステイ、この施設がございますけれども、

65歳未満、いわゆる若い人の、障害者の受け入れ態勢、これはケースによっ

て違いますけれども、それ以上長期になりますと、一般的な入所ということ

になろうかと思います。そういったことから、現在では施設はございません。

以上です0

0議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。6番(鈴木順子君) 1週間というふうに決められていて、それ以上にな

りますと、ミドルステイというのがないということですので、非常に残念な

んですけれども、介護されている方が例えば病気になっちゃった場合、そう

いったときにそういう施設入所しかないというような現状というのはちょっ

と考えていっていただきたいというふうに思うんです。現実にホームへルパ

ー制度がありましでも、介護する方の負担というのは非常に大きいものがあ

りますので、この辺、今後のお考えをちょっとお聞かせ願いたいと思います

が。
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。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) これから福祉社会をさらに充実していくん

だという状況になってくるとすれば、こういった施設、受け入れ態勢の施設、

そういった充実もこれからなされていくと思いますけれども、いずれにしま

しでも、国の長期計画、障害者の推進の長期計画、そしてさらには、それを

受けて千葉県が平成 6年に策定をしたわけです。そういった障害者の一障

害者施策新長期計画、平成 6年度千葉県が策定したわけです。それを受けて、

各市町村がこれから取り組んでいく体制にあるわけです。そういった中でど

う取り組んでいくか、これから検討をされていくと思います。

以上です。

O議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) 大体こういうことをお願いすると、最後は国の動向、

県の動向という話になっちゃうんですけれども、全国の自治体の中には、も

う国の動向なんか待っていられないんだ、指導なんか待っていられないから、

もう独自にやっちゃえというところもいっぱいあるわけです。そういったと

ころもあるということをここで御指摘を申し上げて、どうか余りお待ちにな

らないで、待ちの姿勢じゃなくて、どんどん引っ張っていくというような姿

勢でやっていっていただきたいということをここで要望をしておきたいと思

います。

1点目の再質問は以上なんですが、 2点目に移ります。教育行政について

の質問ですが、退職勧奨、ここで私何回も質問を申し上げていて、恐らく教

育長さんあたりはまたかと思っていらっしゃるかもしれませんが、先ほども

申し上げましたとおり、一向に改善をされている様子がないということをお

聞きをしています。それで、正直申し上げまして、泣く泣くおやめになった

方もいるというお話も聞いております。

そこでちょっとお伺いをいたしますが、小学校、中学校を含めましての職

員の一昨年度ですよね、この 3月31日まででしょうか、昨年度の退職者は

何人ぐらいおられましたか。そして、退職なさったときのこの先生方、職員

の方々の年齢というのを、大体で結構ですが、お教えいただきたいと思いま
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すが。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) お答えいたします。

勧奨につきましての御質問でございますけれども、昨年度の具体的な数で

ございますけれども、館山市におきましては 9名の方が退職されました。そ

して、その平均的な年齢でございますけれども、 57.6歳でございます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。6番(鈴木順子君) 私の方の調査ですと、男性の職員の方は比較的60歳

近くというか、 60歳を目標に定年を迎えていらっしゃる方が非常に多いとい

うふうに聞いておるんですが、女性の教職員のやめるときの年齢というのは

私は年々下がってきているというふうに見るんです。かねて私も質問の中で

申し上げた経緯がありますが、大体54歳ぐらいの方になると、もうそろそろ

だなというふうに思うのが実態だというふうに聞いております。それが最近

ではもう 50にこれが下がってきているという話も一部には聞いております。

こういったことを踏まえましてひとつお聞きをしたいんですが、この定年

制というのは意外に歴史が浅くて、 1985年に条例が施行されたというふうな

ことです。それまではやめるときの年齢というのは非常にあいまいであった

ということで、この定年制が施行されたということについて、教職員は退職

の意思がない限り定年前に退職をする必要がなくなったというか、そういう

ことでは非常にいい制度だというふうに思うんですが、年齢が50を過ぎた、

55ぐらいに近くなった職員への必要以上の退職勧奨というのをちょっと私も

お聞きしているんですが、その辺教育長さんの方では承知をしておるんでし

ょうか。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) この退職の問題は、議員御承知のとおり、私ども

現場は定員定数というものがございます。定員につきましては 1学級40名で

ございます。それを基準にいたしまして定数が出てまいりますので、現在の

ように児童数の減少、それに伴います学級減というものがございまして、こ
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れはもう物理的に非常に苦しい立場にあるわけでございまして、そういう退

職勧奨をしなければならないという現状が 1つ。さらに、教育作用の活性化

を求めるためにはどうしても若い方々もそこの中に入れていかなければなり

ません。そういうようなことがございまして、この退職の勧奨ということが

実施されておるようなわけでございます。

今の御質問の男女比の割合について、女の方々がというような御質問でご

ざいますけれども、御存じのとおりに現在の小学校の男女の比率というもの

は、女の方々の比率が非常に高いわけでございます。そして、中学校におき

ましでも、最近は女の先生方の数も多くなってきておるというような現状で

ございまして、とかく女性の方に傾斜づけというふうにお考えの向きもある

ようでございますけれども、館山市におきます現状を申し上げますと、昨年

度の男と女の比でございますけれども、男性が 5名、女性が 4名でございま

した。 6年度末におきましては男性が 4名、女性が 3名でございました。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) 今それこそ定員定数の問題というのをちょっとお聞

きしたんですが、常に言われているのが、県内で言われているのが、県北の

方の学校はそういったことが余りないんです。本当に60歳まで、定年までお

勤めになっている。ところが、安房の状況というのが非常に厳しい。ここに

定員定数の問題が出てくるんだろうと思うんですが、乱暴な言い方をすれば、

そんなことだったら安房とほかの地域との枠を外してしまえと言いたくもな

るような、非常に県内で格差があるというような状況があるんではないかと

いうふうに思うんです。もう一点が、活性化のために若い方を入れていきた

いということを今おっしゃられましたが、それだったら何のための定年制度

なんですか。定年制度なんか要らないじゃないですか。この辺どうなんでし

ょうか。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君〉 もしそれを外してしまいましたらば、最初に議員

さんがおっしゃいましたように、また不文律な問題もその中に出てまいりま
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すので、やはり基準というものはしっかりしておかなければならないわけで

ございます。一応こういう基準を置いているということで、県北の場合には

というお話がありましたけれども、昨今のーーことしも昨年度も、県北にお

きましてもこの問題につきましてお互いに共通理解を図る中で、県下一斉に

一一いろいろとそういうような対応をしているようなところは同じでござい

ます。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) ここでそれこそそういった基本問題について議論し

でも時間が過ぎるばかりですから、平行線でしょうから、それはここでやめ

ておきますが、実際にそうおっしゃる中で現実に行われていること。いいで

すか。教職員というのは非常に共働きの方が多いわけです。そういったとき

に、夫の方が要するに管理職になるときに、その奥さんも一緒にそろそろど

うだというような話がされているという声があるんですが、これはどうでし

ょうか。どういうふうに思いますか。お聞きになっていますでしょうか。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) 退職の勧奨につきましては、今お話しのようなこ

ともございますけれども、それだけではございませんで、その他の場合もご

ざいます。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君〉 だけれども、普通御夫婦で呼び出されて、二人の前

でどうだというふうに言われれば、首を振らざるを得ないのが現実でしょう。

恐らく私もその場になったらやっぱりびびって首を振っちゃいますよ。そう

いったことがやっぱり現実にあるということについては、これはちょっと行

き過ぎているんじゃないかというふうに思うんです。

それで、ここでせっかくの機会ですからお聞きをしたいんですが、市長さ

んも以前教育現場におられたわけで一突然振りまして申しわけありません

が、市長さんが教育現場におられたときにはこういった問題というのはどう

だったんでしょうか。例えば、校長先生をした経緯がございますよね。なさ

っていました。そういったときには、自分の部下の職員にこの退職勧奨を、
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退職をお勧めになったというようなことというのはどうですか、ありました

か。

。議長(辻田 実君) 圧司市長。

。市長(圧司 厚君) 教育の問題は信頼する館山市教育委員会の方に一切

もうお任せしてございまして、私が意見を挟むものではございません。

ただ、私的に指名されまして、昔のことが出ました。先ほど議員さんから

退職勧奨は1985年というお話が出ましたけれども、少なくとも1970年代の初

めには勧奨が行われておりました。といいますのは、千葉県が急激な首都圏

における人口増地域になりまして、過疎、過密が極端になった。南房総、千

葉県の真ん中から九十九里、銚子にかけましての地域と、それ以北、西の地

域との極端な過疎、過密という典型的な地域現象が起こりまして、その中に

おける適正配置を行うにはかなり強力な配置を行わなきゃいけないというこ

とで、実は私もその仕事をやったことがあるんですけれども、強引にやりま

した。というのは、こちらの方は本当に余っているし、向こうの方は新設校

が次から次へできて、新採用の職員も1.500人ぐらい採用したんですから、

それでも追いつかないということで、強力に動かしましたし、この安房の場

合には個人事情を抜いて県北に勤務いただくか、あるいは勇退していただく

かという追い込まれた状態もございました。毎年何十人かに御協力いただい

たことを覚えておりますけれども、 1970年代でございました。

というのは、法律によりまして定数が決まっております。その定数の枠内

で処理というのは非常に難しゅうございます。しかも、人事権が県の教育委 4 

員会にございまして、地教委としましては、意見は申し上げるけれども、人

事権は一切お任せしますという、これで行われておりますものですから、か

なり強い勧奨が行われたのは一ーその当時の方がひどかったように思ってお

りますけれども、最近では、教育長答弁のとおり、個人の意見を大事にしな

がら、県の教育委員会の方針に沿って行っている、これが実態かと思います。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。6番(鈴木順子君〉 そういう社会背景のある中で、市長さんも自らそう

いったことをしてきたというようなことを今お聞きいたしましたけれども、
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ここでこれはどうしてもお聞きしなきゃいけないんですけれども、教育権、

そういったことをする権限というのは県教委ですよね。先ほども申されまし

たように県教委にある。ところが、現場では実際には校長先生から先生方は

言われている。これはどうなんでしょうか。県の方から一例えばここです

と安房出張所ですか、ありますよね。そこから指導を受けるんならまだ話は

わかる。だけれども、校長先生がそういったこと一ーというのはどうでしょ

うか。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) これは学校長に対しまして、県教育委員会の出張

所とのお話し合いの席上で、委嘱と言ったらおかしいけれども、ひとつ中聞

に立ってお話をしてくださいませんかということの話をしており、さらにそ

ういったようなことにつきまして、いろいろと問題として解決できない場合

には、出張所が直接タッチしてお話し合いを進めているのが現状でございま

す。

。議長(辻田 実君) 6番鈴木順子さん。

。 6番(鈴木順子君) これも一応県教委の権限だ、権限だと言われながら、

実際には校長先生に中間的なことをお願いすると言いながら、校長先生が全

部負担を強いられている。非常に校長先生も大変だなというふうに思うんで

すが、先ほども申しましたように、教育現場では昔と違って今は求められて

いるものが非常に多いわけです。そういった中で先生方は大変なんです。ど

うかそういったことをお考え合わせの上で一一私もけんかをする気はないん

ですから、教育委員会の方もそういったことをどうか胸に入れながら、今後

指導できるところは指導していってほしいというふうに思っています。また

この問題については機会がありましたらお話を伺っていきたいと思います。

以上で終わります。

O議長(辻田 実君) 以上で 6番議員鈴木順子さんの質問を終わります。

午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 44分休憩

午後 1時o2分再開
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午後の出席議員数24名、休憩前に引き続き会議を開実君)。議長(辻田

きます。

11番議員秋山光章さん。御登壇願います。

(11番議員秋山光章君登壇)

こんにちは。秋山でございます。。11番(秋山光章君)

私はさきに通告をいたしました 5点につきまして質問をさせていただきま

すが、その前に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。去る 4月23日の

館山市議会議員選挙におきまして、館山市の良識ある皆様方の温かい御支持

をいただきまして、当選をさせていただきました。本当にありがとうござい

これからは館山市のためにより一層勉強いたしまして、議員活動をました。

頑張ることをお誓い申し上げます。

選挙運動中、大勢の方といろいろなお話をしてきたわけでございますけれ

ども、皆さん関口一番に救急病院、総合病院が館山にできないかなというこ

この 21.27%は、とでした。館山市の高齢者人口は 21.27%でありまして、

海上自衛隊館山基地、そして国立海員学校の若い方々がいらっしゃるという

このような施設がなけことで平均を下げているわけでございますけれども、

れば23%強になっていると言われております。 WHO、世界保健機関の基準

では、 65歳以上の人口比率が 7%を超えたときに高齢者社会と定義しており

この基準で言いますと、当地域は高齢化社会というより、既に超高ますが、

齢化社会そのものと言えると思います。

気候温暖な南房総館山であります。お年寄りの方々がいつまでも元気で、、

安心して楽しくお過ごしいただくためにも、館山市に24時間対応の救急を備

えたすばらしい総合病院がなければいけないと思います。だが、第 3次医療

施設ということで、国の定めた基準には安房地域医療圏には 1カ所しかでき

ないようになっております。その 1カ所が鴨川にあります亀田病院になるわ

5万人に 1けでございますけれども、また救急車も、消防法によりまして、

台との規定もあります。救急隊の受報ですか、病気だよ、けがだよと受けま

8 

2.75%でありますけれども、当地におきましては 55.41%と、県内最悪の状
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してから病院まで30分以内に収容される割合は、千葉県平均でいきますと



況になっております。収容時間が短ければ短いほど蘇生率が上がるわけでご

ざいますけれども、そういうことを考えますと、救急病院が必要不可欠であ

ります。

その中で安房医師会病院の新設の話が出てまいりました。平成 5年12月の

館山市議会において、安房医師会病院建設のために館山市東運動場を無償貸

与したいとの議会への提案があり、全員で協議の結果、承認をされました。

それを受けての新聞報道により、館山市民はもとより、近隣町村の皆様も館

山市長の勇断を大変評価したわけでございます。安房医師会病院の機能の充

実は庄司館山市長の選挙公約だったと思います。また、我々館山市議会議員

有志も安房医師会病院嘗脳部との話し合い、説明会を 2回開き、委員会では

岩国市の医師会病院にまで視察に行き、勉強してまいりました。そして、改

選後初めての 6月議会、今議会でございますけれども、委員定数 8人で構成

をいたします地域医療問題調査特別委員会を設置することを決めております。

また、館山青年会議所の皆様が市民ぐるみで24時間対応の救急を備えた安房

医師会病院建設促進に、行政と歩調を合わせて救急をと、署名運動に精力的

に活動してくれております。

そこでお伺いをいたします。館山市民の意識調査の中で救急病院はどうだ

ったのか、お伺いをいたします。

第 2点目です。先ほど来述べておりますが、館山市議会、青年会議所の救

急病院に関する勉強会を市民ぐるみでしているわけでございますけれども、

行政として建設に向けてどのように対応するのか、お伺いいたします。

続きまして、次の質問に入ります。 5月30日、ごろを見ましてごみゼロと

いうわけでございますけれども、このごみゼロの運動が、各地区の町内会長

さん、区長会長さんが中心となりまして、市民一体となりまして行われまし

た。たまたま近いところの日曜日ということで、 6月4日日曜日は大雨でし

たんですけれども、その中でもたくさんの空き缶、空き瓶が回収されたと聞

いておりますが、その何日か後に、館山市内のバイパスの花の植えかえをす

る業者でしょうか、缶や瓶やごみを拾っている姿を見ました。 6月の初めに

地区の人たちが缶拾いをやったばかりなのに、もうこんなにたくさんのごみ、
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F

話量量軍曹ドー一官官 マナーの悪い人がたくさんいるのです。また、千葉あたりに行きま缶、瓶。

しでも、高速道路インターの出口付近の中央分離帯では、道路が渋滞するせ

ビニール袋に包んだ缶やごみ、瓶がとにかくいっいもあるかと思いますが、

ばい捨ててあります。また、車で走っていますと、前の車から缶や瓶、また

火のついたたばこを車外に投げる人もいます。山間部道路では山火事にでも

なりかねない、そんな捨て方をする人もいます。また、観光地等のごみ箱に

わざわざ車の中からたくさんのごみや缶、瓶を置いていく人、また入り切ら

ごみが風や犬に散らかされ、大変ないでわきに置いていく人、その缶、瓶、

こんな姿では、観光地館山としてたくさんのお客様汚い光景も見られます。

まず、館山市に住んでいる私たちがごみ、を迎えるにはちょっと考え物です。

缶、瓶のポイ捨てをなくすために立ち上がらなければならないと思います。

ごみのリサイク館山市の根幹事業計画のごみ処理の事業といたしまして、

ル事業というのがありますけれども、その中でごみの減量化、再資源化とう

また、環境対策といたしましでも、環境美化運動の展開、たってあります。

クリーン・アンド・ビューティフル運動として、平成 7年から 9年まで一

そこまで河川海域の浄化、まちを愛する週間、暴力追放運3年先ですよね、

動、花のまちづくりが事業内容であります。まちを愛する週間というのは空

甲、、
'-この中に入れるのかと思いますけれども、き缶、空き瓶をなくする週間、

ひとりでにたまるもしかし、みは捨てなければ拾わなくてもいいわけです。

のでございます。

そこで質問をいたします。館山市として空き缶、空き瓶のポイ捨てをどの

ように思うか。また、観光地館山市として空き缶、空き瓶のポイ捨て禁止条

例をつくる考えはないか、お伺いをいたします。

続きまして、農業問題について質問をいたします。魅力とやりがいのある

このような経営を行う人が中心となって地域の農業を担う農業経営を育て、

姿を実現していく。また、中山間などの地域においては、地域の特色を生か

こうした農業生産の振興やさまざまな資源を生かした地域おこしを進める。

して農業、農村の健全な発展を図り、将来とも安全で良質な食糧を安定的に

これが農林水産省において進めています新しい農政、政策の
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方法でございます。方策ですね。すなわち、新農政の基本であります。この

考えについて、官民の農業関係者において農家をノ〈ックアップすると定義づ

けているわけでございますけれども、今の館山市の農業はどうなんでしょう

か。超高齢化、過疎化、少子化と、今では館山市の農業を営んでいる人は昭

和 1けたの人が大部分と思います。若い人の職業として成り立つためには、

それなりの収入がなければ、優良農地があってもほかに働きに行ってしまい

ます。収入を上げるために、考える農業を勉強しながら営農に励むわけです。

しかし、このたびのウルグアイ・ラウンドの農業合意により、外国産の農

産物が日本市場に殴り込みをかけてきたわけでございます。営農用の農地、

資材、人件費等、日本よりはるかに安い外国からの殴り込みでございます。

専業農家耕作面積で見ますと、日本は平均で1.2町歩だそうです。ところが、

アメリカでは 130町歩、イギリスでは30町歩とけた外れです。値段等も全然

違うわけでございます。これだけの内外価格差があるのでは大変です。同じ

土俵の上なら日本農業は必ず勝てると思います。しかし、国際社会の中でし

ょうがないのでしょうか、ミニマムアクセスでの40万トンの米、そして乳製

品、野菜、果物等たくさんの農産物が輸入されています。 6兆 100億円の対

策費で足腰のしっかりした農業基盤をつくるということですが、館山市とし

てどのように考え、どのような対応をしていくつもりか、お伺いをいたしま

す。

続きまして、仮称ではありますが、県立南地域文化ホールについてお伺い

をいたします。国道 128号を南町より九重方面に走って、バイパスの信号で

とまりますと、右に見えます新しい建物が 1軒建っております。今までコミ

ュニティセンターの入り口をふさいでおりましたあの建物が移動するわけで

ございますけれども、あの建物が移動すれば、今度できます文化ホール、そ

してコミュニティセンターの前を通りまして白浜方面に行く 410号のバイパ

スができるわけでございます。早期の完成を願うわけでございますけれども、

そうしますと一一そうしますとと言ったらおかしいですけれども、このたび

千葉県において入札が終わり、建設事業者が決まりました。仮称であります

県立南地域文化ホールができるわけでございます。コミュニティセンターや
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各地区の公民館、集会施設等の生涯教育の中での、いろいろなサークルでの

発表の場として、またプロのショーやあらゆる文化行事等で使えるわけでご

ざいます。

少しでもよい施設をつくっていただくために、私は昭和 5年 3月の館山市

議会において、せっかくつくってもらうのだから、県立館山運動公園のよう

な中途半端なものをつくらないようにしていただきたいとお願いしてまいり

ました。というのは、運動公園の野球場のことでございます。一塁側があと

3ないし 4メータ一広ければ、公認の野球場になっていたということでござ

います。とても残念です。公認になっていれば、プロチームも使ってくれた

と思いますし、そうすれば館山市としても経済効果がかなりあったんじゃな

いかな、このように思う次第でございます。議会でお願いしたので、その辺

はきっちりとなっていると思いますが、当文化ホールも館山らしい南欧風の

すばらしい機能を持った使いやすい文化ホールであることを望みながら質問

をさせていただきます。施設の内容はどのようになっているか、お伺いをし

たいと思います。

最後の質問をさせていただきます。私の地元であります九重の宝貝と稲に

かけましての館山工業団地についてお伺いいたします。高齢化、過疎化、少

子化対策として、県南の中核都市、館山市に建設の予定がされています館山

工業団地は、千葉県企業庁の仕事ということでございますけれども、館山市

が窓口で調査、計画がなされてまいりました。土地の買収もかなり進み、か

なりの調査費も出ていると聞いております。あと何人かの同意をいただけれ

ばというところまで進んだと聞いております。そのためか、館山市役所内の

担当課の名称が地域振興課から館山工業団地推進室と名前が改名されました。

名前が変わるほどの建設促進に進展があったかと思います。進捗状況などを

お伺いさせていただきたいと思います。

以上 5点につきまして質問をいたしましたが、答弁によりまして再質問を

させていただきます。

(何事か呼ぶ者あり)

。11番(秋山光章君) 済みません。ちょっと上がっちゃいまして……。
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それと、文化ホールの件で一つ落としました。文化ホールができますと、

いろいろな催し物が文化ホールでやられるわけでございますけれども、そう

しますと、今の館山市民センターが同じような役割だったと思いますけれど

も、その市民センターをいかに使うのか、そして市民センターはどうなるか、

お伺いをしたいと思います。

それと、もう一つ間違えまして、先ほどの文化ホールの件でございますけ

れども、中途半端なものをつくらないでいただきたいということで、私は昭

和5年と言いましたけれども、まだ生まれていませんでしたので、平成 5年

の間違いでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの秋山議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1、救急病院についての御質問でございますが、千葉県におきま

して、館山保健所管内における救急医療の必要性、安房医師会病院の整備充

実が安房地域保健医療計画に位置づけられております。館山市といたしまし

ても、救急医療体制を整えた中核的医療施設が必要であると考えております。

既に安房医師会病院建設予定地の無償貸与を予定しております。

なお、安房医師会では、この問題につきまして組織的に検討が進められ、

3月に開催されました総会におきまして新病院等建設に関する建設委員会報

告が承認されたと承っております。また、本年 1月実施いたしました市民意

識調査におきまして、医療施設整備についての強い要望が市民の声であると

認識しております。また、館山市議会議員各位、館山青年会議所におかれま

しでも、救急病院に関する勉強会を聞かれていることは伺っております。館

山市といたしましては、事業主体でございます安房医師会と話し合いを重ね

ているところでございます。

次に、大きな第 2、空き缶、空き瓶ポイ捨て禁止についての館山市として

の考え方はどうかとの御質問でございます。館山市では、昭和62年から清潔

で美しいまちづくりを基本理念としてクリーン・アンド・ビューティフル運

動を推進し、ノーポイ運動等、環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、

-47 -



千葉県と共同歩調をとりつつ、ごみの散乱防止と再資源化促進の普及啓発運

動を進めているところでございます。今後もこの運動を積極的に進めてまい

りますので、現在のところ条例の制定までは考えておりません。

次に、大きな第 3、農業問題、ウルグアイ・ラウンド農業合意後の農政に

ついての御質問でございますが、その 1、国は新政策の方向に即し、ウルグ

アイ・ラウンド農業合意の実施期間でございます平成 7年から平成12年の 6

年間にわたり、必要な対策を加速的、重点的に推進し、農業の体質強化を図

るための諸施策を講ずるとしております。また、県におきましては、千葉県

21世紀農業展望構想に即しまして、自由化への基本的対応等といたしまして、

農産物貿易自由化に対応した農林業振興の基本的な方策を策定しております。

館山市といたしましても、これら園、県の方針及び諸施策を踏まえまして、

農業生産基盤の整備を基本とし、関係施策の推進を図ってまいりたいと考え

ております。

その 2、農業収入増についての御質問でございますが、館山市の地域の特

性を生かしまして、安房農業改良普及センタ一、農業共同組合等関係機関の

指導のもとに、水稲プラス花丹、野菜等の施設化を図りながら、営農形態を

複合経営とし、効率的かっ安定的な農業経営を推進し、農業所得の向上を図

ってまいりたいと考えております。

次に、大きな第4の1、 (仮称)県立南地域文化ホールの施設の内容につ

いての御質問でございますが、千葉県に対しまして、南房総における文化活

動の拠点として、施設内容の充実された使いやすい文化ホールの建設を要望

してまいりました。千葉県といたしましても、この要望を受け、整備すると

伺っております。具体的な施設の内容といたしましては、 1. 200席の大ホー

ル、 300席の小ホール、展示ギャラリー、会議室、フェスタプラザなどの広

場がございます。

その 2、文化ホール完成後の館山市民センターの活用方法についての御質

問でございますが、文化ホール供用開始にあわせまして市民センターの利用

方法を検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな第 5、館山工業団地の進捗状況についての御質問でございま
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すが、工業団地内用地につきましては、地元の皆様の御支援、御協力をいた

だきまして、約97%が取得済みでございます。残りは本年度中に購入する予

定でございます。進入道路につきましては、用地取得を進めながら工事にも

着手してまいりたいと考えております。

以上でございます。

O議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) 答弁ありがとうございました。それでは、少し再

質問をさせていただきたいと思います。

医師会病院につきましては、事業主体が医師会ということで、この 3月の

総会におきまして医師会病院を建設するということが決まったということを

聞いておりますが、資金計画等はまだということでございますので、余りよ

そのうちまで入っちゃうといけないなとは思っておりますけれども、その中

で聞いていきます。

昨年の 6月の千葉県の県議会におきまして、衛生部長さんの答弁があるわ

けでございますけれども、県といたしましても、今後その建設委員会の検討

結果を踏まえながら、具体的な支援策について検討してまいりたいというふ

うに考えておりますけれども、救急病院ということは、公的な機関でやはり

面倒を見ていかなくちゃいけないということを私は思っているんですけれど

も、その点はいかがなんでしょうか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 今回計画されておりますこの医師会病院、

これは平成 5年に県が策定しました安房地域保健医療計画、その中にも必要

性をうたっておりますので、公的医療機関であるというふうに判断をしてお

ります。

以上です。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) それでは、そのように公的なということですので、

予算の方を考えてもらうわけでございますけれども、そうしますと、我々は

そんな格好でープロジェクトチームとは言いませんけれども、地域医療問

-49 -



題調査特別委員会、そして JCの方々はそういうわけで、いろいろなパネラ

一等をお願いしましてすばらしい集まりをやったわけでございますけれども、

館山市といたしまして、やはりお金の出ることでありますので、財政課等を

含めまして、市の中の課でそういったプロジェクトチーム等をつくって前向

きにやっていく考えはありませんでしょうか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) この事業は、あくまでも事業主体は安房医

師会でございまして、そういったことから、館山市としては検討する組織と

いいますか、プロジェクト的な組織、そういったことは現時点では考えてお

りません。

それから、ちょっと先ほどの答弁で修正、訂正をさせていただきますけれ

ども、公的な医療機関一いわゆる公的な支援といいますか、支援体制が必

要かなという医療機関でございますので、よろしくお願いします。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

@11番(秋山光章君) それこそ、 JCの方々が前回やりました集まりに

館山市民のあれだけの皆さんがやはり来るということは、本当にもうせっぱ

詰まって、とにかくなくちゃいけないんだということで集まってくれたわけ

でございますけれども、その中の話では、建設等に50億かかるんだ。その後

のランニングコストですか、救急を待っている間とか、その待っている先生

を待機させる、そういった面でランニングコスト的なものがすごいかかるん

だ。そういうことも踏まえて、救急については公的な考えでやっていただか

ないと回っていかなんじゃないのか、そういうこともお伺いしたわけでござ

いますのでーそして私も、おとといですか、私どもの庖でもちょっと署名

運動をやりまして、 JCの事務所に届けたんですけれども、館山市の陳情が

大体 3万弱、 2万七、八千だろうというような話をしていますけれども、そ

れからもっとふえたのかもわかりません。そういう方が本当に一生懸命やっ

てくれておりますので、ぜひこのことは前向きに、役所としてもそういう勉

強会、プロジェクトチームなどをつくってもらいまして、今何かまだそこま

でいかないような話もしておりましたけれども、何とかそういう方向でやっ
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ていただきたいなと恩うわけでございます。

それと、次の質問をさせていただきたいんですけれども、私もこの選挙で

いろいろなところを回らせてもらったわけでございますけれども、その中で

軽自動車しか入っていかない、そんな場所が何軒かありました。軽自動車で

1キロも 2キロも走らないと行けないうちもあると思います。そして、私も

仕事の関係で消防署の人なんかとよく話をするんですけれども、どこどこの

何番地と言いますと、消防署の人はああ、あそこだな、あそこには防火用水

があそこにあったよとか、そんな格好でよく勉強されております。

そういうわけで、その中でちょっとお伺いをしたいんですけれども、救急

車が自宅まで一玄関とは言いませんけれども、 500メーター以上とか 1キ

ロ以上入れないところなども消防署等で把握はしていると思いますけれども、

市の方ではいかがでしょうか。何かあったときに救急車が行っても入れない。

その中では近くまで出ておいてほしいということもあると思いますけれども、

お年寄りしかいないうちもあるかと思います。そういうわけで、救急車が 2

00メーター以上ですか、担架を提げていかなくちゃいけないというような、

それも山間地でそういうふうなところは何軒ぐらいあるか把握しております

でしょうか、お伺いします。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 山間地域で救急車が入らない場所という御

質問でございますけれども、距離として 100メーター以上の距離のある場所、

それが50軒というふうに聞いております。それから、 200メーター以上距離

として入らない場所、それが15軒。 100メーターから 200メータ一、計65軒

というふうに聞いております。

以上です。

O議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君〉 先ほど神田議員のお話の中で、消防署の人は本当

に大変なんだ、まだ週40時間にもならないで、 2交代制ということで、大変

ということを言っておるわけでございますけれども、その中でやはり 200メ

ーター以上ですか、担架を提げて救急に向かう、大変なことだと思うんです
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けれども、市、そして消防さんの方ではよくこれを把握していただけていま

すので、お年寄りの方も安心して生活ができるのかと思いますけれども、救

急車で軽の救急車なんていうのはあるんでしょうか、お伺いします。

O議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 現在ないというふうに聞いております。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) それでは大変ですけれども、皆さんが病気になら

ないのが一番かと思いますけれども、同じような格好で、救急車が入ってい

かないところには消防車も入っていかないわけでございますので、館山市と

いたしましでも少しでもそういった場所のなくなるような、大きい道路が、

車がどんどん入っていくような道路ができてくれたらありがたいなと思いな

がら、 24時間体制の救急を備えた医師会病院が早くできますことを祈りなが

ら、この質問を終わらせてもらいます。

続きまして、空き缶のポイ捨て問題でございます。今テレビ、ラジオでチ

ャンネルを回しますと、日本全国ポイ捨て禁止、もっとマナー、もっとリサ

イクルという公共広告機構で宣伝をやっております。そういうわけで、先ほ

ども話しましたけれども、結構ごみがたまるものなんですね、缶と瓶。ひと

りでによそから飛んでくるということもあるかと思いますけれども、その中

で、この11日に外国人弁論大会があったわけでございますけれども、その中

でターニャ・ピーターソンさんという一一これはベリンハムの人らしいです

けれども、三芳の学校の先生をやっている方が、車で走っていたら、前の車

からごみ袋が飛んだんだ、何てマナーの悪い人なんだということのお話が出

ていたやに聞いております。

私も館山市議会の議長会の視察旅行でアメリカ、カナダに行かせていただ

きましたけれども、本当にきれないところはきれいです。ニューヨーク、ワ

シントンはちょっと汚れているところもありましたけれども、カナダあたり

は本当にきれいで、自分がまた逆に捨てられないなという感じになるわけで

ございます。その中の一つで、私がナイアガラの滝のところでアイスクリー

ムか何かを買いまして、パスの中で食べょうかなと思いまして、パスの中へ
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持ち込もうとしましたら、ここはもう外で食ぺちゃいけないんだ。私は英語

がわかりませんから、通訳さんに言われたんですけれども、もう外で食ぺち

ゃいけないんだ、中で食べなさい、汚すから、そういうようなことを言われ

まして、これは私が英語の読めなかった、英語のわからなかったせいかなと

思いまして、これもマナーなんだな、そういう感じで、本当にきれいにする

ためにはこのぐらい制限をしなければきれいにならない、そのように感じる

次第でございますけれども……。

先ほど、標語が一つありましたけれども、ノーポイ運動ですか、私が見ても、

このノーポイ運動というでかい看板が見当たらないような気がするんです。

そして、根幹計画の中にごみの減量化というようなこともうたってあるんで

すけれども、その看板等一一館山市はこんなことをこれからやっていきたい

な、平成 7年から 9年までの事業内容が書いてあるわけでございますけれど

も、ごみの減量化というような看板はどこかについていますか、お伺いしま

す。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 立て看板についての御質問で、ございますが、

特にごみの減量化というような内容での看板は設置してございません。

以上でございます。

O議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) そうしましたら、よそから来た人一館山市民で

もよく知っている人はいるかもわかりませんけれども、一般の人はだれも知

らないわけです。それこそ条例をつくったところで、まだ私もちょっと一

千倉と鋸南と御宿ですか、この近所では、ポイ捨て禁止の条例が出ていると

思います。私もまだ走って看板を見たというところまで見てないんで言えな

いんですけれども、ほかの町村でこの運動をやっているわけでございますけ

れども、内容はいかがでしょうか。聞いておりますでしょうか。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) ただいまのお話にございましたように、県

下では 3町でございまして、鋸南町と御宿町が本年の 4月1日でございまし

-53 -



て、千倉町は昨年の10月 1日からの施行でございます。特に実施されており

ます事業といたしましては、今お話のございましたように、看板等を立てて

いるということは伺っております。ただ、その条例制定によります効果とい

うものにつきましては、施行後そんなに日数を経ていないというようなこと

からはっきり見えてはいない、こういうようなことでございます。

なお、罰則規定等も当然これはあるわけでございますが、 3町とも罰則規

定を実際適用したことは今まではまだない、こういうような状況を私どもで

は伺っております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) それこそ缶を捨てたからすぐ警察にとか、そうい

うこともない思いますけれども、看板 1つで、館山市に入ってからノーポイ

運動とか空き缶禁止条例実施都市とか書いてあれば、見た人がなるほど、こ

こはあれなんだな、そんな感じになると思うんです。人間って楽しちゃいま

すとどんどん楽になっちゃうんです。そういうわけで、少しでも締めるとこ

ろは締めないと一一そしてまた、市長さんも来月からベリンハムへ行かれる

と思いますけれども、本当にきれいによそはなっております。また、よそは

夜中にごみの収集車が出ていたり、舗装を掃除するバキュームカ一、あんな

ものが夜中とか朝早く動いたりしまして、まちをきれいにしている、そうい

う姿を私も皆さんの税金の一部を使わせていただきまして見てきたわけでご

、

ざいますけれども、これはもうこれだけ発表すれば空出張じゃないというこ ‘ 
とですけれども、そういうわけで、ぜひ館山も、看板そのものは大した値段

かからないと思いますので、そういう条例をつくっていただきまして、少し

でもきれいな館山市で、お客さんをたくさん迎えられるようにお願いをした

いなと思います。

続きまして、それに関連をいたしまして、今日本じゅう、世界じゅうで大

騒ぎになっております、環境問題の 1つだと思いますけれども、オウム真理

教のことでちょっとお伺いをしたいと思います。このことは、けさ出てくる

ときもテレビでやっておりましたけれども、千葉県にもかかわる人が随分い
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るわけでございまして、館山にも建物があったんじゃないのか、館山にもい

たんだろうとか、そういったいろんなうわさが出ているわけでございますけ

れども、このことにつきまして、施設があったのかとか、信者が一ー信者の

名前を出すわけにはいかないと思いますけれども、いたのかとか、そういっ

たことで、ちょっとわかったら教えていただきたいと思います。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) ことしは非常に変わった年でして、 1月の阪神大震

災という、ああいう悲惨なあってはならぬ事故が起きました。しかし、あれ

は自然災害でございまして、きょうも午前中出ましたように、 2次災害をど

う防ぐかということでございます。その次が露見しましたサリン事件に端を

発します、今被疑者になっていますオウム教関係の事件一これは人為的な

あれが事実とすれば事件でございます。しかも、人間の生命、身体を確保す

るのが今の時代、民主的社会の絶対条件で、その根幹を揺るがす大きな問題

でございます。あってはならぬ事件です。あれは人間として憤りを感じます。

こういう憤りは永久に貫いていかなきゃいけない大問題でございます。

たくさんの市民の方から質問を受けるんです。あのオウム教に関して、今

秋山議員さんのおっしゃったように、館山に来たということがちょっと報道

で出たんだけれども、館山にアジトがあるのか、本当に集団で来たのか、そ

の後どうなっているのかということを何回も聞かれました。この問題は適当

にお答えするわけにはいきません。警察にきちっと照合いたしました。結果

は次のような状況でございますので、御報告しておきます。 1つは、館山に

別荘ないしアジトは、うわさでは随分あったけれども、全部確かめ、そうい

う事実はございません、これが 1点でございます。オウム教のあの逮捕され

た仲間のああいうグループが館山に来た事実について、これも報道されてお

りますが、来た事実はあるけれども、 1泊 2日で帰ったということでござい

まして、それ以上のものはない。それから、あの逮捕され、今問題になって

いる中に館山出身の者はいないということでございますので、お伝えしてお

きたいと思います。また、これに関しましていろんな情報その他がございま

したら、これは住民の生活の安定及び不安を除くためのものでございますの
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で、お知らせいただきたいということでございますので、今の議員さんの御

質問にお答えいたします。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) はい、わかりました。いろいろな想像とか憶測が

進みまして、結構警察の一斉等もあったわけでございますけれども、なるべ

くこういうものは、この辺にサリンなどをまかれますと大変なんで、ない方

がいいということで、次の問題に入りたいと思います。

ウルグアイ・ラウンド対策でございますけれども、今年度館山市に専業と

しまして新規で農業をやるという方は何人ぐらい一一とりあえず館山市で後

継者は何人ぐらい一年を区切らなきゃいけないんですが、何人ぐらい専業

でやっているか教えていただきたいと思います。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 後継者の御質問でございますが、いわゆる

総体で専業農家のうち後継者は何人いるか、ちょっと手元に資料ございませ

んが、当初の、最初の方の御質問の方で、いわゆる新規就農者といいますか、

そういうようなお話がございましたので、データがございますので申し上げ

ますと、平成 7年でございますが、安房全体で新規就農者は 9人というふう

に私ども伺っております。そのうち館山市は 1人ということでございます。

特に館山市について申し上げますと、平成 3年度以降でございますけれども、

各年度ゼロから 3人というような形で推移をしてきております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) たった館山市で 1人とは悲しいことでございます

けれども、日本全国で医者になるのが 4.000人いるらしいんですけれども、

農業を専業でやるのは1.800人しかいないという話も聞いております。医者

より狭き門というわけでもないんでしょうけれども、本当に囲ったものだな

と思うわけでございます。やるやらないはそれこそ先ほどの話の中にありま

したけれども、稼ぎがなければ一一企業として、また自分が仕事をして、勤
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めているよりも稼ぎがなければ、だれも稼ぎのいい方へ行ってしまうわけだ

と思いますけれども、市として、県として 1人幾ら農業で収入を得て一専

業でやっていくのには 1人幾らぐらいで見ていますか。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず、県の方でございますが、県の方は御

承知のように千葉県21世紀農業展望構想というようなものを発表しているわ

けでございますが、そちらでは、いわゆる経営主におきまして、労働時間で

1. 800時間程度でございます。それから、所得といたしましては1.100万円

程度のものを将来構想として見込んでいるということでございます。

それから、館山市の場合でございますが、これは昨年策定いたしました農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の中で、これはおおむね今後

10年の言うなれば羅針盤といいましょうか、そういう方向づけということで

ございますけれども、これは先ほど市長答弁にもございましたように、複合

経営という経営形態の中で、やはり主たる経営主につきましては、労働時間

おおむね1.800時間、所得につきましては、複合の仕方によっては多少違い

ますが、やはり 600万前後ということを当面の目標というようなことでうた

ってございます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) それでは 600万から 700万でやっていかないと、

それこそ勤めているよりも悪いということで、就農者が減ってしまうわけで

ございますけれども、どうか館山市、そしてまた農協とか、いろいろな農業

関係のそういうところでそのぐらいの収入が上がるような指導をしていただ

きまして、館山市の農業が進むようにお願いをしたいと思います。

続きまして、仮称でありますけれども、県立南地域文化ホールのことにつ

いてお伺いをしたいと思います。まず、進入路なんですが、去年ですか、 6

年度ではあそこで人身事故が 7件あったそうでございます。そして物損事故

が20件ということで、また本年もこの 1月から人身事故が 5件あって、大変

入りづらいんですけれども、あそこの工事が始まりますと、なお車の出入り、
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工事車両が出入りすると思いますけれども、それの進入路についてはあのま

それとも一一とりあえず今工事が始まるわけでございますので、あのまか、

家はまだ動き始めてないと思いますので、進入路をいかにするのか、お伺い

をしたいと思います。

三平建設部長。実君)。議長(辻田

国道 128号の交差部の関係でございますが、現。建設部長(三平孝司君)

在用地補償の契約が成立をいたしまして、建物の移転が始まっております。

この移転だとか、あるいは交差点工事等にこのような状況でございますが、

時間を要しますので、当面はコミュニティセンター側に感知式の信号を設置

をいたしまして安全を図るということで、県の方と調整が整ってございます。

以上でございます。

11番秋山さん。実君〉。議長(辻田

それでは、事故のないようはい、わかりました。。 11番(秋山光章君)

にこの進入をしていただきたいと思いますけれども、つきまして、今回の千

葉県の予算の中ではやはりまだ(仮称)県立南地域文化ホールとなっており

この仮称というのはいつまでついているのか。そしてまた、ますけれども、

菜の花ホールが館山市民皆様の御希望というか、皆さんからアンケートをと

この文化ホールもそういったりました名前でございます。そういうわけで、

格好で名前がつくのでしょうか、そしていつごろつくのでしょうか、お伺い

をしたいと思います。

企画部長。実君)。議長(辻田

この仮称につきましては、開館のスケジュール修君)。企画部長(永野

が平成9年の 6月ということでございますので、そのスケジュールに合わせ

て、当然のことながらその仮称というものが消えていって、正式な名称、が決

まるということになるだろうと思います。また、愛称につきましては、当然

親しまれるこういういわゆる文化ホールということでもって、非常に望まし

いことだと思いますけれども、担当者間ではいろいろ話し合っているところ

でございますけれども、正式には今のところ議題とはなっておりません。

11番秋山さん。
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。 11番(秋山光章君) それでは、いい名前をつけていただきまして、み

んなが使いやすくしていってほしいと思いますけれども、ハード面について

は、先ほど私も質問の中に入れまして、中途半端なものはつくらないでほし

いよということのお願いはしてきたわけでございます。これは館山市と協議

して、内容の設置ですか、 300席とか1.200席とか、そういう格好でやった

きたのだと思いますけれども、ソフトの方、運営面についてはいかがでしょ

うか。これは館山市でやるんでしょうか、県でやるんでしょうか、お伺いし

ます。

。議長(辻田 実君) 永野企画部長。

。企画部長(永野 修君) 千葉県が設置するわけでございますので、基本

的には千葉県がやるわけですけれども、具体的には、東総文化会館の例から

して、千葉県の文化振興財団が日常の具体的な管理運営をするというのが通

常ではないか、このように考えております。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) はい、わかりました。

そして、今やはり震災で結構騒いでいるわけでございますけれども、この

文化ホール、結構大きいものーそれこそ1.200席、そして 300席とか、会

議場等ができますと、結構大きいものになるわけでございますけれども、防

災等の対策についてはいかがでしょうか。

。議長(辻田 実君) 永野企画部長。

。企画部長(永野 修君) 新しいこの中で、 1月に阪神大震災があったわ

けですけれども、十分耐え得るというようなことを伺っております。

。議長(辻田 実君) 11番秋山さん。

。 11番(秋山光章君) それでは、平成 9年の 6月15日ですか、あと 2年

先のきのうの日付だと思いますけれども、早くオープンできまして、皆さん

が有意義に使ってもらえることをーそれと、市民センターは今管理運営費

で 3，300万ですか、かかっているわけでございますので、これもやはり有効

に使わないと、皆様の税金ですので、使うものは使う、余分のなものだった

らばほかのものにかえるなどしていただきまして、この文化ホールがみんな
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に親しみやすく使えるようによろしくお願いをしたいと思います。

あと、工業団地のことにつきましては、私もいろいろ振興課の皆様から聞

いておりまして、道路の用地買収等ができればどんどん始めていくよ、すぐ

にでもやるよということを聞いておりますので、地元でもそんな話をしたこ

とがあると思いますので、これは早くできることをお祈りいたしまして、私

の質問を終わらせていただきます。

。議長(辻田 実君) 以上で11番議員秋山光章君さんの質問を終わります。

13番議員脇田安保さん。御登壇願います。

(13番議員脇田安保君登壇)

。 13番(脇田安保君) 通告順に従いまして御質問申し上げます。

現在の社会情勢は、バブル経済の崩壊から長期不況を経て、ようやく景気

回復の兆しが見えかけたところで、今度は急激な円高、日米通商摩擦、生産

拠点の海外移転に伴う産業の空調化、氷河期と言われるほどの雇用不安など、

経済問題だけ見ても、えたいの知れない不安がひたひたと押し寄せてきてい

るのであります。また、サラリーマンは雇用調整という名の首切りがいつ我

が身に降りかかるかもしれない、経営者も経済の成り行き次第ではいつ倒産

の憂き目に道うかわからない、こうした先行きの見えない状況はこれまで経

験したことのないものばかりであります。従来の手法では乗り越えられない

難問ばかりが山積しているように思います。それに加えて、日本を支えてき

たあらゆるシステムが機能しなくなっていることを国民も気づき始めてきて

いるのであります。こうしたときこそ政治がリーダーシップを発揮して、 21

世紀に対応できる大胆な改革に取り組むべきだが、村山政権は既に行き詰ま

り、政権維持だけにきゅうきゅうとなり、改革は全く進んでいない。それど

ころか、改革にプレーキをかける働きすらあるというのが中央政治の現状で

あります。

こうした情勢の中では地方政治はどうあるべきかという問題でありますが、

まず自らの足元を見詰め、着実な前進をしなければなりません。住民の声に

耳を傾け、地方自治体としての自立性を堅持しつつ、例えば 1センチでも 1

ミリでも前進をしていくのだという気構えが大切ではなかろうかと考えてい
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るものであります。

さて、私は今回の選挙を通じて、できるだけ多くの市民の方々の意見を聞

き、要望を聞いてまいりました。そして、今回の通告質問におきましては、

それらを集約して市長に御質問申し上げたいと考えているものであります。

まず、第 1聞は医師会病院についてでありますが、新病院建設に向けて、

市町村の助成を訴える署名運動を青年会議所で行っています。このことは既

に広く報道されております。それによりますと、安房地域の医療の現状は、

3次医療施設が鴨川に 1カ所あるだけで、救急隊の搬送の約 6割が鴨川の亀

田病院に集中しています。そのため、搬送時間も県の平均をはるかに超え、

現場によっては53分もかかるケースも見られるとのことです。また、この新

病院の建設は、 3月に聞かれた安房医師会の総会で建設計画が承認され、正

式に機関決定し、あとは事業費の資金確保が課題となっているということで

す。先月商工会議所で聞かれた市民集会での意見の中にありますように、や

はり救急隊の搬送時間が問題で、病院に着いたときには心臓がとまっていた

ということでは、館山市は市としての機能が整っているとは言えないという

厳しい意見がありました。確かにそのとおりで、こうした声を行政として厳

粛に受けとめていくことが大切な姿勢であろうと考えています。

そこで質問でありますが、市長はこの病院建設実現に向けて、市町村の助

成を訴える署名運動が大きな盛り上がりを見せておりますが、これをごらん

になられてどのような所感をお持ちになりますか、まずお尋ねいたします。

次に、建設に関連して、医師会病院の機能計画構想というのがありますが、

その中に在宅介護支援センターも設置することが明記されております。この

在宅介護支援センターについては、近くにあります鴨川市では、 6月から 2

カ所目の介護支援センターを設置し、介護に当たる家族の苦労、悩み、心配

といった相談を受けるほか、センターの相談員が家庭を訪問して介護方法を

指導、また各種サービスの紹介、利用の手続など、細かいところまで行うよ

うになっておりますが、当市は介護支援センターが開設されておりませんの

で、この点に関しまして、これからの考え方、計画はおありかどうか、あれ

ばどのようになっているのかお伺いします。
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3点目としましては、建設予定地にあります体育館などは今までと同じよ

うに利用できるように考えているのか、また、プールなども残されておりま

すが、その点はどうか、あわせてお尋ねをいたしたいと思います。

次に、第 2点目の防災対策についてでありますが、この件に関しましては、

3月議会において私はいろいろな角度から質問申し上げております。

さて、御承知のように阪神大震災が起きて、その後またもやサノ、リンで大

震災が発生しました。これで当市の市民もいやが上にも地震に対する関心が

高まり、館山市の地震対策は一体どのようになっているのかという声をたび

たび耳にします。

こうした中、阪神大震災を教訓にして、各市では独自のアイデアを考えて

いるようです。例えば船橋市の場合は、阪神大震災で指摘をされました交通

渋滞や断水で消火活動や救助のおくれ、高齢者の被災防止対策などに重点を

置いた対策として、ミニバイクの配置を考えています。これは災害時に渋滞

する道路を素早く通過、いち早く現場に到着して情報収集や薬品など緊急物

資の輸送ができるようにとの発想で誕生しました。このバイクを消防署や公

民館などに配置し、油圧ジャッキ、のこぎり、パール、包帯などを積み、倒

壊した家屋などで動けない人の救出にも当たるようにしているということで

す。また、古い木造住宅が倒壊し、高齢者が犠牲になったケースも多く、木

造住宅の一室を改造して耐震性を高めた住宅内避難室をつくる人には、船橋

市では費用を金融機関から借りる場合は利子を援助することも検討している

ということであります。また、柏市においては、阪神大震災の被害を教訓に、

災害時にコンクリートミキサー車で消火用水をリレー中継する業者と協定を

結んだと言われております。これは消防のみが消火用の水を運ぶという従来

の発想を大きく転換した施策であります。また、あるところでは、防災訓練

について、毎年秋に実施している総合防災訓練では不十分なことが判明した

として、救援の主体となる自衛隊と市、医療機関との本格的な連携訓練を行

ったようです。これまでの訓練は消防車の放水、子供たちの避難訓練などが

主体でありましたが、今回は消防車や児童生徒の参加はなく、全く実践的な

訓練であったとのことであります。これは 5月28日に救助を主体とした訓練
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を行ったようであります。このように、各市では独自のアイデアが続々と誕

生して、検討段階あるいは実施に入っているということであります。

そこで、当市におきましてはこうした独自のアイデアが誕生してもいいの

ではないかと私は考えているのであります。この点に関しまして、市長の御

所見をお聞かせいただきたいと思います。

次に、第 2点は、防災対策の見直しが現在進んでいると思いますが、これ

はどの程度まで進んだのか、どのようなものが議論の対象になっているのか

等をお答え願いたいと思います。

また、 3点目は、当市としましても被災地での支援活動に参加したものと

思います。つまり、職員の派遣により、行政事務の応援やごみの収集などで

あります。これらの支援活動に参加したということは、災害を実際に肌で感

じてきた貴重な生の体験であると私は思います。その体験を通して、災害対

策はこのようにしたらよいのではないかというさまざまな学ぶべき点があっ

たでありましょう。

そこで質問ですが、当市はどのような点を支援活動を通して学んできたの

かをお聞かせいただきたいと思います。

次に、第 3点目の水道問題についてでありますが、これは館野、九重地区

の水道問題です。当初の計画は、ことしの 7月には水道が使用できるとのこ

とでした。それが工事や用地取得などで当初の計画から 1年おくれて、平成

8年 7月に一部通水と計画変更がなされました。ちょうどあと 1年となりま

したので、来年には問題なく未給水地域で、水道が使用できるようになるのか。

未給水地域の人たちは、水が来るのはあと何日と指折り数えている状況であ

ります。また、飲食業などで商売用の水を毎日運んで商売を続けている人た

ちも、一日千秋の思いで待ち焦がれております。

そこで質問ですが、平成8年 7月の一部通水には問題がないのかどうかを

お聞きしたいと思います。また、それとあわせて、水道料金の改定につきま

しては、当市としてはどのように考えているのかをお尋ねいたします。

次に、第 4点目の道路問題について質問いたします。千葉市から南房総へ

の幹線道路として早期完成が望まれておりました東関東自動車道館山線のう
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ち、 4月に千葉一姉ケ崎一袖ケ浦インター聞が部分開通し、 7月には木更津

南インターまで開通と日本道路公団が明らかにしています。関係者によりま

すと、海水浴など夏の行楽シーズンに入る前ということでありましたが、先

日の新聞報道では 7月18日開通とありました。また、木更津から竹岡までの

区間については、昨年 9月に工事実施計画が認可され、事業着手していると

ころであります。 この道路の完成は、館山市を活性化し、蘇生させる原動力

になるものであります。千葉から館山へ至る幹線道路の早期完成のために、

館山市としてできる限りの手を尽くす努力が必要であろうと考えております。

そこで、館山市としては富津一富浦聞についての完成への道のりをどのよ

うに把握しているのか、お答えをいただきたいと思います。さらに、計画さ

れております北条バイパスの進捗状況をお答え願いたいと思います。

次に、 5点目の教育問題についてであります。最近マルチメディアなどを

学校教育現場で活用する試みに文部省が意欲を見せております。政府が目指

す高度情報通信網の整備に対応した動きで、情報化に対応した教育の質的向

上に大きなねらいがあるようです。光ファイパーを使って離島や山間地など

の僻地と都市部の学校を結び、同時に授業を実施する実験は、本年度から着

手をするマルチメディア関連施策の目玉で、大画面のテレビを通してお互い

に顔を見ながら意見を述べ合う試みであります。館山市も、都市化された地

域の学校もあれば、山間僻地的な環境の学校もありますので、 このマルチメ

ディアを教育現場で活用するという教育方法を早々に取り入れたらよいので

はないかと思うのですが、市長の御所見を賜りたいと思います。

続いて、幼稚園の給食についての質問でありますが、父母などから幼稚園

児の給食の実施はできないかとよく聞かれるのですが、今現在は安房11市町

村では三芳村、館山市だけがまだ実施していない状況であります。 それで、

他の地区の実施状況を見てみますと、鴨川市は給食センターで行っておりま

して、月額 3，500円で、パンと御飯で行っています。鋸南町はセンターで、

月額 4，000円で、パンと御飯とピラフやまぜ御飯などです。富浦町は幼稚園

独自でつくっておりまして、 3，400円、 この場合は栄養士がいないので、保

育園のものを使用しております。千倉町では中学校でつくっておりまして、
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ここは月額で 3.300円です。それから、丸山町では業者がつくっております。

町で補助をしておりまして、月額 2.100円で行っております。それから、天

津小湊町はセンターでつくっております。月額 3.800円で、 2日間は自分で

御飯を持参し、そのほかはセンターで御飯をっくり、めん、パンを配給して

おります。富山町でありますが、ここは小学校の給食を使用して、月額 3.7

00円で、御飯、パンとめんなどです。また、和田町は 1食 210円であります。

白浜町では 1食 200円というように、各自治体では工夫をしまして幼稚園児

の給食を行っていますが、館山市では今まで実施してきておりませんが、ど

のように考えておりますか、基本的な考え方をお答え願いたいと思います。

最後に、小中学生のアンケート調査結果についてどのように思うかという

質問でありますが、このアンケートは、児童生徒の意見やアイデアを聞いて、

施策立案の参考にしたいとして行ったものであります。小学生が 545人、中

学生が 612名、合計1.157名の人を対象に調査を行っております。この中で、

館山の嫌いなところについて答えなさいというアンケートがあります。その

中で、一番嫌いなところとしては、海や海岸が汚いが 214人、電灯が少なく、

夜道が暗いが 183名、川が汚いが 145名でございます。館山の嫌いなところ

と言われて、特に目立ったところを生徒たちが書き記しているわけでござい

ます。これについては当局はどのように考えていますか、このアンケート調

査についてぜひお答えをいただきたいと思います。

以上、御質問申し上げました。御答弁によりまして再質問をさせていただ

きます。

。議長(辻田 実君) 圧司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの脇田議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1、医師会病院についての第 1点目、館山青年会議所が実施した

署名運動についての御質問でございますが、先ほど秋山議員の御質問にお答

えいたしましたとおり、救急医療体制を備えた安房医師会病院建設は必要で

あると考えております。また、これが市民の声であると認識しております。

第2点目の在宅介護支援センターについての御質問でございますが、計画
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の具体化等、状況を見ながら協議してまいりたいと考えております。

第3点目の建設予定地にある体育館などの利用はできるかとの御質問でご

ざいますが、当分の聞は社会体育施設として利用してまいりたいと考えてお

ります。また、将来的な利用につきましては、今後の新病院の具体的な建設

計画の中で検討すべき問題と考えております。

防災対策につきまして、その小さな第 1点目、阪神大震災を教訓にしての

アイデアが各地にあるとの御質問でございますが、館山市におきましては今

年度、防災備蓄倉庫の建設、防災資機材、備蓄食糧等の購入、小中学校の避

難通路のガラス飛散防止フィルムなど、防災体制の強化と見直しを進めてい

、るところでございます。さらに、関係機関等と協調、連携を深めながら防災

のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

次に、小さな第 2点目、防災対策の見直しの進行についての御質問でござ
!

至

いますが、平成 7年2月1日、館山市災害対策検討部会を発足させまして、

早急な対応として、初動体制を初め、情報収集、伝達、自主防災等について

見直しを進めているところでございます。なお、総合的な見直しにつきまし

ては、園、県との整合性が必要となりますので、それらに合わせまして作業

を進めてまいりたいと考えております。

小さな第 3点目、被災地で支援活動を行って学んだものは何かとの御質問

2月から 5月の末でございますが、今回の震災にかかわる人的支援として、

これらの職員により、被災までに合計12名を派遣したところでございます。

、後の交通輸送手段、隣近所との互いの協力、自主防災組織の重要性、またボ

ランティアと行政との役割分担、連携など、いかにあるべきか等の報告を受

けたところでございまして、今後見直しの中で参考にしていきたいと考えて

おります。

大きな第 3の1点目、平成 8年7月の一部通水時期には問題がないかとの

御質問でございますが、南房総広域水道企業団では平成 8年 7月の通水を目

指し努力中であると伺っております。

第2点目、水道料金の改定は計画しているかとの御質問でございますが、

水道料金につきましては、おおむね 3年程度の周期による改定が望ましいと
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言われておりますが、館山市では昭和60年以来10年間改定しておりません。

いずれは料金改定せざるを得ないものと考えております。

次に、大きな第 4、東関道と国道 410号北条バイパスの進捗状況について

の御質問でございますが、東関東自動車道館山線の富津ー館山間につきまし

ては、高規格 127号富津館山道路として事業中でございまして、第11次道路

整備 5カ年計画内の供用開始を目指し、工事が進められていると伺っており

ます。また、国道 410号北条バイパスにつきましては、平成12年度を完成目

標として用地買収を進めていると伺っております。

大きな第 5、教育問題についてでございますが、これにつきましては教育

長より御答弁申し上げます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

(教育長高橋博夫君登壇)

。教育長(高橋博夫君) 次に、大きな第 5、教育問題についての小さな第

1点目、マルチメディアを教育現場で活用できないかとの御質問でございま

すが、館山市といたしましては、コンビューターの小中学校への設置、充実

を計画的に進めているところでございます。御質問のメディアとしての活用

につきましては、文部省が進めている実験地域の成果を十分見きわめた上で

検討してまいりたいと考えております。

次に、小さな第 2点目、幼稚園の給食はできないかとの御質問でございま

すが、館山市の学校給食は、館山市、富浦町及び三芳村学校給食組合におい

てセンタ一方式で実施されております。幼稚園の実施については、園児の心

身の発達段階や晴好に応じた調理といった献立面の課題や保護者のニーズの

多様化などの背景がございまして、今後の慎重な検討が必要かと考えており

ます。

次に、第 3点目、小中学生のアンケート調査結果に関する御質問でござい

ますが、教育委員会といたしましては、児童生徒の郷土に対する意識の貴重

なデータとして、今後の社会科教育や体験学習等に活用していきたいと考え

ております。
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以上です。

。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) ただいま御答弁いただきまして、大まか了解する

ところでありますけれども、初めに病院の件でございますけれども、市長さ

んは市民の声を十分に反映してということで御回答いただきましたけれども、

私も今回の選挙で、まず市民の皆さんから声を発せられるのは、病院の問題

がすごく多くて、これほど市民の皆さんが関心を持ち、また切実に思ってい

るのがこの病院建設、救急医療ということを新たな気持ちでまた今回の選挙

でお伺いしました。でありますので、これは要望にしておきますけれども、

まだ現実的に、具体的には進んでおりませんから、またいろんな立場で議論、

討議してまいりたいと思います。

ですけれども、私の耳に入ってくる一一まだ正式ではありませんけれども、

例えば11市町村の中で言われることは、皆それぞれ自前の病院を抱えている

んだ。その中で、厳しい財政状況の中でありますという意見もありました。

また、いろんな方から聞かれた中で、大変な仕事ですね、そのような声を聞

きました。でありますけれども、館山の市長さんがやはり広域の中でリーダ

ーシップをとっていただいて、この病院、救急病院の建設には絶大なるお力

を発揮していただきたいと思いますけれども、その点もう一度所感をお尋ね

したいと思います。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) 安房医師会の現在の仕事につきましては、広域16万、

安房地域住民が本当に感謝しております。特に、安房医師会病院の検査機能、

それへの対応等は全国的な評価を得ているところで、これは住民も県も国も

認めているところでございます。たくさんの感謝状も届いています。医師会

そのものも自負しております、自分たちの病院はよく仕事をしていると。し

かし、最近の社会情勢からして、さらに充実した機能を持つ医師会病院を、

これが強い住民の声でございます。また、私たちもそうあってほしい、この

願いは一致しているわけでございます。しかしながら、病院の建設は、御案

内のとおりたくさんの経費と、それから、 1回限りじゃございませんので、
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これからその病院の経営をどうしていくかという問題がございます。そうい

う問題につきましてじっくり構え、そして 200名の医師会のお医者さん方の

団結をもととしてどういう協力をしていくか、それにつきましてはまた議員

の皆さん方にじっくり相談しながら協力路線をなしていきたいと思います。

間もなく医師会の会長から広域に対しての総会での内容を報告する会を用意

しておりますけれども、そういうところで詰めてまいりますので、よろしく

また御協力のほど賜りたいと思います。

。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

@13番(脇田安保君) 医師会の方から出てきた時点で、またいろんな角

度で御協力できる点はしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、それに関連しまして、医師会病院ができるのに対しまして、建設に

対しまして、いろいろ機能がございまして、その中で私も関心を持ったのが

在宅介護支援センターでございます。これは御存じのように、鴨川市ではこ

としに入りまして 2カ所自のセンターの設置をしたという報道がございまし

た。私も資料を取り寄せて見てみましたらば、昼間はそのセンターで行って、

夜は国保病院に移管するんだという、それを含めて24時間の支援をしていく

んだというふうな内容になっております。それで、館山市としても老人保健

福祉計画の中で平成11年までに支援センターを開設するとなっておりますけ

れども、具体的にはこれは一番よい方法として、センターそのものが機能を

発揮するには、このような施設で行うのがいいのか、病院で行うのがいいの

か、それとも民間で行っていくのがいいのか、その点はどのような方法が一

番介護支援センターの活用に適しているのかどうか、その点を伺いたいと思

います。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) お答えします。

この介護支援センタ一、これは在宅福祉サービスを推進する非常に重要な

施設でございます。そういったことから、議員さんがおっしゃったとおり、

老人保健福祉計画に目標年度11年度までに 1カ所という計画があるわけでご
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ざいますけれども、この施設をつくる場合には、機能的に持っていくために

は、やはり運営上、病院だとか、あるいは老人保健施設、そういった施設に

併設するということが運営上好ましいと言われております。したがいまして、

これは一応の原則ということで御理解をお願いしたいと思います。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 病院か老人保健施設ということでありますけれど

も、医師会の方で新設病院に併設したいというふうに計画構想の中にうたっ

ておりましたけれども、病院が行うのと -2点ほど今出てきたんですけれ

ども、鴨川なんかはもう既に 2カ所もやっているわけです。現実的に相談を

受けて、進んで市民の相談に24時間対応しているわけです。館山市の場合は

現在は一前は福祉事務所だったんですけれども、今度は老人福祉課ですか、

そこが窓口一一ちょっと市の方の窓口がよく私も理解できないで、どこでこ

れを扱っているのか、ちょっと勉強不足で申しわけないんですけれども、こ

のようにいろいろ介護支援センタ一一介護の相談を受けるところは、昼間

は市の市役所の中にあると思うんですけれども、夜はその受ける場所ですか、

相談はない、またやるところはないんだということでよろしいですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) その前に、一応その行政機関の中での担当

課は高齢者福祉課でございます。

この介護支援センタ一、今議員さんがおっしゃったとおり 24時間体制とい

うことで、その機能を持たせるわけですけれども、今回安房医師会病院の計

画の中に一機能として位置づけられております。それから、最近民間のとい

いますか、ある医療法人で近々建設したい、そういった情報も実は入ってお

ります。そういったことでこれから、重要な施設でございますので、推進を

してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君〉 推進するということですけれども、現状はやはり
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そのような一私のところへ昨晩電話で、こういう問題があるんだけれども、

どうしたらいいでしょうかねという問い合わせが来るわけです。ということ

は、働いている人あるいは近所の人から相談を受けたということで、きのう

の夜でしたか、私のところへ来ました。よく私もわかりませんから、これか

ら担当課に聞かなきゃいけないんですけれども、そのようにやはり市民の方

はいつでもそういう問題にぶつかったときにすぐ知りたいという希望を持っ

ている人が多くいるということなんです。ですから、検討しますとか推進し

ますとかじゃなくて、現実的に鴨川、隣の市ではもう 2カ所もやっている、

当市はまだその影すら見えない、そこら辺の違いがありありと出てきている

わけです。ですから、平成11年という目標年次がありますけれども、それな

らば、じゃ夜だけどこかに委託してお願いして、暫定的にやろうかという前

向きな考えはないですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 先ほどちょっと情報として触れましたけれ

ども、実は館山地区にあります赤門整形外科、この医療法人で近々建設した

いという申し出がございます。これから具体的に市として、あるいは園、県

の助成をいただいて支援するわけでございますけれども、そういったことで、

近いうちには 1つの施設ができるというふうに期待を実はしております。

以上です0

0議長(辻田 実君) 脇田さんo

。 13番(脇田安保君) これほど議論しまして、赤門という答えが出てき

ましたので、ここで終わりとしますけれども、とにかく公式の場で病院名が

出ましたので、これは早急に進めていただきたいと要望しておきます。

次に、体育館の利用、これはプールもございますけれども、これは先ほど

の御答弁で、その時点になったら検討するということでありますので、また

その時点で議論をしていきたい、このように思います。

次に移ります。防災対策についてでありますが、これは 3月議会に続きま

して、重要な問題でありますから、再度御質問申し上げました。

せんだつての新聞に、札幌市を中心に半径 200キロを震源としたマグニチ
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ュード 7の地震が起こるおそれがある、その確率は60%との予報情報が自治

省から届いた。 それを北海道庁が防災無線でそのまま札幌市周辺の自治体に

情報を伝え、 これを受けた留寿都村は幹部会議を聞き、広報車を出して住民

に注意を呼びかけた。札幌市も各消防署長を招集し、災害時の対応の再確認

などを指示した。 それは現実的には誤報でしたけれども、このようにやはり、

隣のサハ 1)ンで地震があったために、北海道なんかは要するにぴりびりして

いるわけです。ちょっとしたことであっても、即行政が伝達ですか、情報が

伝わってしまうということは一一何か頭の部分の 1行が抜けたために地震が

あるというふうな情報だったそうですけれども、 これほど実践的な訓練はな

かったかなと思います。

それで、私が前回、 3月議会で質問申し上げでありますけれども、 その中

で、消防本部の指令室の崩壊については検討するということでありました。

電話回線についても関係機関との検討、それと、市長さんがおっしゃいまし

たように、消防本部の構造物に対しては専門家の調査を入れるべきだという

考え方をおっしゃっておりました。地震ですから、その 3カ月、確かに 3月

から現在まで館山は、心配したんですけれども、今のところこういうような

ことは、災害は起きておりませんけれども、いつどのようなことが起こるか

もわかりません。 それにつきまして、何らかの形で検討をされてきたのか、

それとも何か協議をされたのか、その点はどうでございますか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 消防本部の指令室、 これは防災上重要な施

設であるというふうに十分認識をしております。今千葉県では、現行の耐震

基準が導入されました昭和田年以前につくられた公共的な施設、 こうし、っ fこ

建物の診断と、 それから補強工事、 これについて検討を重ねているというふ

うに伺っているところでございます。 そういったことヵ、ら、 この県の検討が

具体化されて、その結果どうなりますか、それを見きわめて、館山市として

も耐震の診断について検討することになろうかと思います。そういった段階

で消防本部にお願いしたいというふうに考えております。

以上です。
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。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 56年以前ということでありますから、大体今の建

物は対象に入ってしまうんじゃないかと思います。ですけれども、県が決ま

ってからこちらもやるということであります。

先ほど、午前中も神田議員の防災に対しての質問の中でありましたけれど

も、この防災計画でありますけれども、実は防災計画は国がつくってから、

国の策定を踏まえて県がつくる。県がつくってから市がつくる。それで、平

成8年度中に防災計画書を作成しますという答弁だったと思います。大分時

間的に長いんじゃないかなと思うんですけれども、その計画ができないと、

市としてはその防災計画ができないと何も要するに手がつけられないのかど

うか、その点はどうなんですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) この防災計画一いわゆる館山市で言えば

地域防災計画、千葉県もやはり千葉県防災計画、国は基本計画、そういった

一連の法律、そして計画があるわけです。したがいまして、実際に災害が起

きますと、一市町村では対応できない。そういったことから、園、県、そし

て市町村が連携でその対応をしなきゃいけないということから、整合性を持

たせるというのが基本でございます。そういったことから、県が今見直し策

定中であります計画、それは恐らく来年の 3月ごろに決定されるだろう。最

終的には 5月に入るかと思いますけれども、その前に一一それを受けてから

館山市が始めるということでは遅いわけで、そのために、今現在役所の中に

プロジェクトチームを組んで、初動体制等を積極的に今勉強、研究をしてい

るわけでございます。

以上でございます。

O議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 今役所の中に対策会議をつくってやっているそう

ですけれども、この問題は確かに今すぐやれる問題と、長期にわたって行っ

ていかなきゃいけない問題があります。

それで、防災白書の中にも館山市は直下型ということをうたっているんで
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すけれども、私もこれを見てたまげたんですけれども、昭和63年 6月に中央

防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会一大分長い名前ですけれど

も、南関東地域において著しい地震被害をもたらす地震発生の切迫性と現在

及び将来の地震予知の見通しに関して中間報告が出されております。その中

間報告の中で、特に相模トラフ沿いの地震が発生するまでの聞に直下の地震

が数回発生することが予測されるとともに、直下の地震の発生により著しい

被害を生じるおそれがあり、特に重点的に地震防災対策を講じる必要のある

これに館山市も入っ震度 6相当以上になる可能性のある地域ということで、

この点は承知しておりますか。ているんですけれども、

、渡辺市民福祉部長。実君)。議長(辻田

承知をしております。。市民福祉部長(渡辺富雄君)

そこで、今県が策定するに当たって、マグニチュード、幾つをとらえるかと

いうことで、当初はマグニチュード 7をとらえていたようですけれども、そ

7.2で今検討中だ。その 7.2によって災害想定の後一部修正をされまして、
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したがいまして、館山市でを今検討しているというふうに伺っております。

は非常に関心を持って今見守っているところでございますけれども、マグニ

チュード 7.2というとらえ方で考えております。

以上です。

13番脇田さん。実君)。議長(辻田

県の方で修正して 7.2ということですけれども、。 13番(脇田安保君)

館山市の方は県が行ったものをそのまま受けてくると思うんですけれども、

この点はこれからやそれで策定すると思うんですけれども、先ほどの中で、

はり大変だな。直下型ということは、やはり 30キロ範囲内がまず一番大変な

この点は十分これから徹底的地域であろうかと思います。でありますので、

に調べていかなきゃならないと思います。

それと、防災に関して、この白書の中でもうたっておりますけれども、南

関東地域関連相E援助対策ということで、隣の鴨川市は東京都の荒川区と埼

玉県の荒川村ですか、山梨県の高根町、千葉県の大多喜町、新潟県の吉川町

と防災協力協定を結んでおります。それで、千葉県もいろいろな -12大都
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市災害相E援助協定とか、あるいは震災時等の災害応援協定とか、いろいろ

県としては結んであります。 7都県もありますけれども、そのように、隣の

鴨川市ではこういうふうに遠くのまちといろいろな災害時にお互いに助けて

いこう、助け合っていこう、人員的なり、あるいは物資的なものを提供し合

っていこうじゃないかという協定を結んでおりますが、館山市としてはこの

ような考え、要するに計画、企画か検討か何かをされたことはありますか。

O議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君〉 特定な市町村と防災相互契約といいますか、

そういった協定を結んだらどうかということですけれども、現在のところ考

えておりません。貴重な御意見として一応承っておきますけれども、当面は

今の防災計画、これに全力を投入して見直しを図っていきたいという考えで

おります。

。議長(辻田 実君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 市として考えていないとおっしゃいますけれども、

これも鴨川市の例でまことに申しわけないんですけれども、鴨川市は何か荒

川と観光の面で、物品ですか、展示即売とかの面でお互いに交流している中

でこのような話が出てきた。どちらかから要望なり、こうしてもらいたいと

いうことじゃなくて、その中から、自然の中からこういう協定が出てきたん

だよということをちょっとお聞きしましたけれども、市長さん、どうなんで

すか、これ。中にはいろんな一私が聞くところによりますと、壊滅的な打

撃を受けるために、コンビューターソフトだとか、あるいは資料だとか、そ

ういうものを 2部っくり、お互いに交換し合っているところもあるように伺

ったんですけれども、市民のためにこうして一一災害が起きたときに、まず

阪神なんかはデータがなくてもうどうしようもなかった。例えば水道にして

も下水にしても、どれがどれだかわからなくなってしまったということで、

別館があるんですが、被害が起きたときにそこに資料を取りに入れなかった

のだ。そういうのを踏まえて、相互の資料交換ですか、そういうものまで進

んでいる自治体もあります。先ほどの部長さんの答弁ですと、まだ全然検討

してないということですけれども、市長さんの考えはどうですか。

75 



庄司市長。実君)。議長(辻田

これは御ほかの自治体はよくおやりになっている。厚君)。市長(庄司

立派でございますので一評論はできませんが、私は館山市長としまして、

この地域に災害が発生した場合、すぐそばにあります自衛隊、あそこへお願

いしまして、過日の防災会議でももうお互いに確認しておりますけれども、

電話一本で、県を通したり国を通したりしなくても、即刻空から情報を把握

この約束はもうきちんと結んであります。ほかの東電としてお知らせする、

そういうものもすべてそうでございまして、復旧に全力を尽くし、ヵ、NTT、

情報把握を受けるという押さえがしてございます。ほかの遠くのところとや

るのもいいでしょうけれども、それは別としまして、そういう体制で進めま

す。

この自衛隊、空から状況を把握もう一つ御紹介しておきますと、さらに、

ただ、私たちは工兵とか、そういうもするのは専門ですから即刻やります。

のじゃないから、橋梁を直したり、災害の復旧には力はございませんと言つ

ここへきまして、それではやはり地域に愛される、ておられましたけれども、

地域と密着した自衛隊の機能を果たせないということで、隊の中にこの夏か

らえりすぐったメンバーでそういう工作隊的なものを用意し、そして災害が

発生した場合には協力します、その訓練を行いますというところまで約束し

ております。備品までも用意しますということでございますので、非常に力

といって、そういうことを本当にお願いすることがないよう強く思います。

に願うんでございますけれども、そういう体制をとっているということです。

ほかの方の評論はちょっと遠慮させていただきます。

13番脇田さん。実君)。議長(辻田

自衛隊の話がありましたから、自衛隊の話をちょ。 13番(脇田安保君)
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先ほどの防災訓練の中で、実践訓練ということで、自衛隊ということがー

その中で、実践訓練船橋市ですか、行われております。実際行われました。

ということで自衛隊は行ったんですけれども、いろいろな話を総合してみま

すと、例えば災害時にへリが実際に飛べるようになる時間は 1時間とか 2時
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間とかという話を聞くんですけれども、実際的に災害が起きたときにどのよ

うな体制を組むのか。

今国の防衛庁も、震度 5以上のときには自主的に出動して現況の把握をし

なさいということで、そのものを防衛庁なり、直接テレビ等で見れるように

してきたそうでありますけれども、例えば館山の自衛隊があります。私が心

配するのは、館山市を中心に大災害が起きた場合にはそれはいいんですけれ

ども、中心が向こうに移った場合なんです。上からの指令で、館山じゃなく

てこっちを、要するに東京を重点的に見ろとか、神奈川を見ろとか横浜を見

ろというふうに指令が来た場合に館山は置いてきぼりを食うんじゃないか、

全然情報が入ってこないんじゃないかという、その心配もあるわけです。あ

れはやはり自衛隊ですから、上宮の、上の命令ですから、その命令のときに

はやはりそっちを最優先にしてくるんじゃないか、そのように思うんですけ

れども、その辺の協定一一協定といいますか、自衛隊は地元ですから地元を

優先しますよというふうにはちょっととれないんじゃないかな。

もう一つ、今度は実践訓練ですけれども、実際の災害に対しての訓練、そ

れを船橋みたいに行政と医療機関とで救助活動の方法とか、あるいは災害が

起きたときに、じゃ館山市の場合にはどこにヘリポートをつくるんだと一一

防災協定ではー中となっておりますけれども、災害時にはこことここという

指定までされているのかどうか、伺いたいと思います。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) 今の御意見の前半の方はちょっと軍指令じゃないと

答えられませんし、そこまで立ち入るのはどうかと思いますが、話し合いで

は南房総を最重点的にやりますと言い切っておられますし、 1機や 2機じゃ

なく、いっぱい持っていますから、しかも平和利用、住民のためでございま

すから、信頼してまいります。

2つ目のヘリポート一一ヘリポートといいますか、今までの訓練は、海岸

の訓練でも救助訓練でも、あるいは昨年9月1日にやりました関東 7都県市

の千葉県海上訓練におきましても、全部おりるか、あるいは上からつるか、

人命救助を主とした一人命救助と情報、この 2つに焦点を絞っての訓練で
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ございました。あの場合にヘリポートとしてコミュニティセンターの広場を

使いましたけれども、県警のへリも参りましたけれども一そんなところで

よろしゅうございますか。

以上で13番議員脇田安保さんの質問を終わります。実君〉。議長(辻田

暫時休憩をいたします。

休憩午後 2時 51分

再開午後 3時 15分

休憩前に引き続き会議を聞きます。実君)。議長(辻田

3番議員三上英男さん。御登壇願います。

、(3番議員三上英男君登壇〉

私は、現在市が計画している諸開発のうちの工業団。 3番(三上英男君)

地とリゾート開発について、環境保全の立場から質問いたします。

まず、工業団地についてであります。長引く不況の中で、雇用の機会を増

大することはすべての人々の望むところであり、企業誘致は積極的に行うベ

きであると考えます。問団地計画もこれを目的とし、また他産業への波及効

しかし、果をねらつてのものであることは容易に理解できるものであります。

私はこの工業団地計画に対しましては多少の疑問点があるのです。

この計画が県の企業庁主導であるということであります。企業庁はまず、

どんな形でここの用地を取得したかはわかりませんが、投資したものの回収

をしなければならないことと思っております。企業庁は名のとおり、役所の

、その土地を利潤これは全くの企業であります。ような形をしておりますが、吉
署
主
z

r

、 の上がる形で亮却しなければ、企業庁のこの目的は違せられないと考えてお

その観点からこの工業団地計画というものができてきたものと考えります。

ております。現在千葉県内には工業団地と称するものが相当数あると聞いて

それらが十分活用されず、自治体のお荷物となっているとも聞おりますが、

これについては、私はまだ十分調査したわけではありませんいております。

こういうことを聞いので、私たちの仲間から聞いておる段階でありますが、

ております。館山市が望んで企業を選び、土地を設定してここに工業団地を

このようなことでは、早速市の活性化、雇用
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の増大につながらないと思われます。この計画の中に市の要望がどのくらい

盛り込まれているのか、お伺いいたします。

現在工業の生産部門は海外へその場を移しております。これから先、数年

あるいは十数年、企業の進出が望めるでしょうか。市は既にある半導体工場

に類する企業を考えておられるでしょうが、この業界は非常に変動の激しい

業界であり、突然の閉鎖も考えられます。まして、安全性では完全に保証さ

れているわけではありません。現在の日鉄セミコンのように工場を山の上部

につくるということは、広範囲にその被害を及ぼす結果になると考えられま

す。このように、見通しの暗い企業誘致と、最近強く叫ばれている水や緑の

保全、野生生物の保護を考えたとき、同予定地の山林は現状のまま残すべき

であると考えます。市長の御所見を承りたいと思います。

なお、館山市基本構想、によりますと、工業に関しては、企業誘致は自然を

大切に、南房総の良好なレクリエーションゾーンとして活力ある文化福祉都

市を目指す基本方向との調和に留意し、公害発生のおそれのない都市型先端

技術産業の誘致を図るとあります。これは昭和60年12月21日に議会において

議決されたものであります。この議決を尊重されまして、これに沿った開発

及び企業の誘致が行われることを要望いたします。

しかし、さきに述べましたように、これは県との共同事業でありますので、

難しい点が多々あると思います。これらの問題を把握するために、根幹事業

実施計画にあります平成 7年度事業計画の環境アセスメント、許認可手続、

用地取得について質問させていただきます。

まず、環境アセスメントでありますが、企業庁では 6年中に調査は済んで

いると言っておりますが、どうでしょうか。また、この事業に当たるにつき

まして、事業計画概要書、アセス準備書、これらは市の方に届いております

でしょうか。また、今申し上げました書類に記載される事業者の氏名、対象

事業の種類及び名称、内容、事業の規模、環境に影響を及ぼすおそれのある

地域、これらについておわかりのところをお答えください。

事業の規模につきまして、環境アセスの必要ない50ヘクタール以下に縮小

してという話も聞いておりますが、その点はいかがなものでしょうか。どう
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いうふうになっておりますか、お答えください。

これにつきましては、それから、環境に影響を及ぼすおそれのある地域、

今度の工業団地は工場排水を滝川を経て湊川に放流すると言っております。

この河川の流域からの同意、水利権者に対しての同意はどうなっておるので

しょうか。

許認可手続、具体的にはどんな許認可が必要なのでしょうか。用地の取得、

100%の見通しはいつごろつくのでしょうか。進入路の用地の現在の状況、

これらをお尋ねいたします。取得はできたのでしょうか。
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リゾート開発の見直しについてであります。先ほどの神田議員の続いて、

司
質問と重複いたしますが、国の総合保養地域整備法一リゾート法を受けて

計画されていました太陽海岸平砂浦計画と南たてやまマリンパークの諸施設

ゴルフ場に関して、県はゴルフ場等開発計画の取扱方針に基づいたのうち、

この取り下げによりみなし規定を適用し、計画の取り下げを公表しました。

まして、関連した他の施設ーホテルとか美術館、マリーナ等も実現不可能

になったと思われます。市の今後の対応をお聞かせください。

また、市の根幹事業実施計画、平成 7年度の中では、南たてやまマリンパ

ークにつきましては事業支援、沿岸域利用計画事業調整、太陽海岸平砂浦計

画におきましては事業支援、海浜部事業調整、このようになっておりますが、

これらのこの時点でこれらの大幅な見直しが必要ではないかと思いますが、

事業支援等の内容を含めましてお答え願いたいと思います。

司
また、今まではとかく活性化、発展ということを開発によって実現を望ん

でおったわけですが、開発によるデメリットも十分考慮しなければならない

ことだと考えますが、市長の御所見を承りたいと思います。
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以上で質問を終わりますが、御答弁によりましては追加の質問をさせてい

ただきます。

庄司市長。実君〉。議長(辻田

厚君登壇)(市長庄司

ただいまの三上議員の御質問にお答えいたします。

まず、大きな第 1、館山工業団地に関します 1点目、館山市の独自性に関
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する御質問でございますが、館山市が地域の活性化を図る方策のーっといた

しまして、千葉県に対しまして平成 2年度からその実現化を働きかけ、平成

4年度に千葉県企業庁が事業化したものでございます。館山市といたしまし

ても、企業庁との連携を密にしながら推進しているものでございます。

第 2点目、工業団地予定地を自然のまま残したらどうかとの御質問でござ

いますが、自然環境の保全は大切なことと認識しているところでございます

が、地域経済の振興もまた重要課題でございます。このような観点から、自

然環境と調和した館山工業団地の実現化に向けて努力をしてまいりたいと考

えております。

第 3点目のうち、環境影響評価につきましては、企業庁からは、調査が終

了し、現在取りまとめ中と伺っております。今関係書類は市に届いておりま

せん。また、環境影響評価の関係で事業規模を縮小するなどということは聞

いておりません。

次に、許認可手続の具体的な内容に関しましては、関係法令に基づき、必

要な手続は進めると伺っております。

次に、用地取得の状況でございますが、これにつきましてはさきに秋山議

員にお答えしたとおりでございます。

大きな第 2、リゾート開発の見直しに関しますゴルフ場部門のみなし取り

下げによって、今後の計画はどのように変更するかとの御質問でございます

が、これにつきましては、先ほど神田議員にお答えいたしましたとおり、今

後は千葉県や事業者と協議し、対応してまいりたいと考えております。また、

開発につきましては、自然との調和を保ちながら、リゾート開発の適正な指

導に努めてまいる所存でございます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) 館山市の独自性ということにつきまして、市長は常

々オーダーメード方式というものを言っておられます。県の事業であるとい

うことは、市のオーダーメードというのとちょっと相反するものじゃないか

と思いますが、オーダーメード方式のそれを市が行う時点というものはどの
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時点からでしょうか、お願いいたします。

小沼経済環境部長。実君)。議長(辻田

オーダーメード方式についての御質問でご晃君)。経済環境部長(小沼

ざいますが、企業庁が県内で工業団地の造成を一今まで相当箇所の造成工

事を行っているわけでございますが、館山工業団地につきましては、企業が

進出するまで造成はしない。いわゆる平らにするような造成はしないで、企

業の進出がある程度固まった時点で企業と相談の上で造成をしていく。要す

レディーメードではなくてオーダーメード、そういうようなことでごるに、

ざいますので、御理解いただきたいと思います。
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主 、以上でございます。

3番三上さん。実君)。議長(辻田

この事業を進めるに当たりまして、事業概要書なる。3番(三上英男君〉

これが市の方に明示されないうちにはオーダこれができないうちに、もの、

ーメード云々ということは言えないんじゃないかと思いますが、いまだに概

要書もなし、アセス準備書もないということは、市が企業を誘致するに当た

りましても、基準が定かでないということではないかと思いますが、事業の

これらを見てから企業の誘致をするということでアセスの準備書、概要書、

しょうか。

小沼経済環境部長。実君)。議長(辻田

今の御質問は環境影響評価の手続という御晃君)。経済環境部長(小沼

、これにつきましては、現在現況調査を一現在という質問だと思いますが、

よりも、平成5年の12月から企業庁におきまして環境の現況調査というのを

実施している、そういうふうに私どもは伺っているわけでございます。先ほ

ただその内容等、いわゆるその結果にど市長が答弁申し上げましたように、

F
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-
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!
?
 

ついては資料が届いていないわけでございますが、その調査を受けまして、

それらを踏まえた上で事業計画概要書ないしはその後に影響評価準備書とい

したがう段取りでいわゆる手続フローというものがあるわけでございます。

いまして、現在まだ調査が終了した段階ということでございますし、先ほど

もございましたように、いわゆるオーダーメードというような一一企業が進
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出した時点で宅盤の造成等の事業が進むということでございますので、その

辺で事業計画概要書というものは市の方にも提出されてくる、このように考

えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 3番三上さんo

。3番(三上英男君) これにつきましては、私どもも何分にも県の方との

まだ一一私らの仲間は県企業庁の方にたびたび出向いておりますが、私自身

がまだちょっとその方に勉強不足というところがありますので、この件につ

きましては、概要書等の届け出を待ちまして、また勉強させていただきたい

と思います。

それから、小さな 2でありますが、水や緑の保全につきまして、今、日鉄

セミコンの工場の関係だと思いますが、古茂口地区の掘り抜き井戸の水質調

査、これらをしておると思います。いまだに継続中でしょうか、それともお

やめになったんでしょうか、お願いいたします。

O議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 古茂口地区の井戸の調査でございますが、

これは水位の調査ということで、御承知のようにセミコンダクター社では地

下水を利用しております。一定限度の枠がかかって、それ以上の取水はして

ないわけでございますが、やはり地下水を取水しているということで、周辺

の井戸に影響がどうなのかというようなことにつきまして、付近の井戸につ

きまして水位調査をしておりますが、現在も継続をいたして実施いたしてお

ります。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) 今回工業団地計画では、水は南房総広域水道をお使

いになるというようなことであります。ですから、地下水のくみ上げという

ことはないかと思いますが、汚染ということは十分考えられると思いますの

で、その工業団地を含めまして調査を継続してやっていただきたいと思いま

す。これはあくまで要望にいたします。
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それから、大きな 2のリゾートのことでありますが、先ほど神田さんの質

問で私も大体大きなところはつかめましたが、事業支援一言葉の問題です

が、事業支援ということをずっと計画しておったので、当然行政も何らかの

この事業支援の内容につきまして御説明願力を及ぼしておったと思います。

いたいと思います。

永野企画部長。実君)。議長(辻田
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z 館山市といたしましては、海洋性リゾートタウ修君)。企画部長(永野

ンのまちづくりというものを掲げながら地域振興を図っていくという一大目

これらのリゾートの方々にも、標があるわけですけれども、そういう中で、
Z

一言一宣言
E

享

司
海の方にもいわゆる活用というか、施設をつくっていただきたいということ

で要請をしているところでございますけれども、その中で民間のリゾートに

つきましては、山の部分については事業があったわけですけれども、そうい

う要請をしている中で、一応根幹計画の中にも事業が出てきた場合に館山市

そういう意思表示として根幹計画の中にのせ

たわけでございます。ただ、現実にはこの期間そういう問題は出ておりませ

ん。

3番三上さん。実君)。議長(辻田

ちょっと何か私の方が勉強不足のせいだかわかりま。 3番(三上英男君)

せんが、事業支援というのは、今の段階では業者との協議といいますか、そ

の段階だったということでしょうか。

としては事業支援をするんだ、

永野企画部長。実君)。議長(辻田

海の部分の事業計画が出てきた場合に、企業あ修君)。企画部長(永野

るいは地元、それらとの調整の問題等が出てくるわけでございまして、その

こういうことでございます。役割を根幹計画にのせた、

3番三上さん。実君)。議長(辻田

この事業支援とい私の方の勉強不足ということで、。 3番(三上英男君)

さっき市長うことに対しましての質問はそれで終わらせていただきますが、

がおっしゃいましたー神田さんのときの御答弁の中に再検討を視野の中に

入れながら協議していきたいというような御回答がありましたが、鴨川市も、
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今度のリゾート取り下げはまた再度検討するということを鴨川市長も議会で

御答弁なさっております。そうしますと、リゾートのときにはゴルフ場はよ

かったけれども、リゾート法をあくまで踏まえた上でゴルフ場あるいはほか

の施設を含めてするんだということであればあれですが、リゾート法を外し

て再度この計画を、ゴルフ場計画を再燃させるということはできるものであ

るかどうか、お聞きしたいと思います。

。議長(辻田 実君) 永野企画部長。

。企画部長(永野 修君) ゴルフ場のみなし取り下げという事態が起きま

したけれども、いわゆるリゾート法で承認している事業そのものは生きてい

るわけでございます。したがって、現実的にはゴルフ場以外のものについて

今後見直し作業を企業としてもやっていく、こういうことでございますので、

その中で館山市としても支援といいますか、お互いに考えていきたい、この

ように考えております。

。議長(辻田 実君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) リゾート法ではゴルフ場だけじゃないのでゴルフ場

が許可になったということだと認識しておりますが、他の施設、これがある

限りこの計画はまだ生きているということで、逆に言いますと、ゴルフ場も

またということも考えられます。館山市におきまして適正なゴルフ場の面積

ということを考えますと一一次にゴルフ場の計画を市がパックアップした場

合ですが、果たして適正なゴルフ場の数といいますか、館山市に占めるゴル

フ場の割合というもの、これらはどういうことになるんでしょうか。

。議長(辻田 実君) 永野企画部長。

。企画部長(永野 修君) 現実的に見直し作業によってゴルフ場というも

のが再度熟度のある計画として出てくるかというのはなかなか難しい問題か

と思いますけれども、ゴルフ場が館山市にさらにこれ以上という問題につい

ては、当然需要との問題でございますので、熟度のある計画ができるという

ことであれば、当然のことながらゴルフ場としては成り立っていくと思いま

すので、できた段階では支援をしていくということになるだろうと思います。

ただ、みなし取り下げという事態になったわけですから、現実的には非常に
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こういうふうな認識を持っております。難しい、

、 3番三上さん。実君)。議長(辻田

それでは最後に、要望にとどめますが、私ども環境。 3番(三上英男君)

ゴルフ場の建設につきましては、他の地区で保全の立場からいたしますと、

もいろいろ反対運動をやっております。館山市においては、市民運動という、

そういった形で出てくることが余りに少な過ぎる。仕方ない、決まってしま

こういった形の部分が多かったものはどうしようもないんだというような、

ったと思います。今回このリゾート関係で 2つゴルフ場が取り下げになった

ということは、言ってみれば、今まで環境アセスも何もーしなかったと思

‘ 
しないで、よくもこれだけの大事業を計画できたなと思って考えいますが、

ておったところでございますので、今後このような大規模な開発を行おうと

したときには、広く市民にそれを知らせ、環境アセスも当然行うというよう

なことを希望するわけであります。

以上をもちまして私の質問を終わります。

以上で 3番議員三上英男さんの質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。

午後 3時 45分メ』
:z:;;: 散

本日の会議はこれにて散会といたします。実君)。議長(辻田

なお、明17日から19日まで議案調査のため休会、次会は 6月20日午前10時

実君)。議長(辻田

開会とし、その議事は各議案の質疑を行います。

この際申し上げます。各議案に対する質疑通告の締め切りは 6月19日正午

でありますので、申し添えます。

事

86 -

。本日の会議に付した事件

行政一般通告質問1 

官

畢

奪

ztzι
↑E
E
F
奪
千
草
寺


	空白ページ

